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○写  
命  令  書 

 

 

申 立 人    広島県広島市西区 

ネオ労働組合 

代表者   執行委員長   Ｘ 

 

被申立人    広島県広島市西区 

株式会社ネオ 

代表者   代表取締役   Ｙ 

 

上記当事者間の広労委平成 21 年（不）第 8 号事件について，当委員会は，平成

23年 12月 27日第 1652回公益委員会議において，会長公益委員河野隆，公益委員

辻秀典，同井戸陽子，同緒方桂子及び同二國則昭が出席し，合議の上，次のとおり

命令する。 

 

 

主    文 

 

１ 被申立人は，ネオ労働組合の執行委員長Ｘに対する平成 21 年 8 月１日付け解

雇，同組合の書記長Ａに対する同年 6 月 15 日付け降格，並びに同組合の副執行

委員長Ｂに対する同年 10月１日付け降格及び同月 31日付け解雇をなかったもの

として取り扱い，次の措置を講じなければならない。 

(1) Ｘ，Ａ及びＢを原職又は原職相当職に復帰させること。 

(2) 前記降格及び解雇がなければ同人らが受けるはずであった賃金相当額を支払

うこと。 

ただし，Ｘ及びＢに対して本命令交付の日までの間については，同人らが受

けるはずであった賃金相当額の半額を控除して支払うこと。 

２ 申立人のその余の申立てを棄却する。 
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理    由 

 

第１  事案の概要等 

１  事案の概要 

本件は，被申立人株式会社ネオ（以下「会社」という。）が，申立人ネオ労働

組合（以下「組合」という。）の執行委員長Ｘ（以下「Ｘ執行委員長」という。）

を平成 21年（以下，平成の元号は省略する。）8月 1日付けで解雇したこと，書

記長Ａ（以下「Ａ書記長」という。）を同年 6月 15日付けで降格したこと，副執

行委員長Ｂ（以下「Ｂ副執行委員長」という。）を同年 10月 1日付けで降格し同

月 31 日付けで解雇したことがそれぞれ労働組合法第 7 条第 1 号に該当する不当

労働行為であり，同年 7月 7日に開催された団体交渉の席上で申入れがあった第

2回の団体交渉に応じなかったことが同条第 2号に該当する不当労働行為である

として申し立てられた事案である。 

 

２  請求のあった救済内容の要旨 

(1) 会社は，Ｘ執行委員長の解雇を取り消し，同人を解雇前の原職に復帰させる

とともに，解雇後，原職復帰に至るまでの間に同人が受けるはずであった諸給

与相当額を支払うこと。 

(2) 会社は，Ａ書記長の降格を取り消し，同人を降格前の原職に復帰させるとと

もに，降格後，原職復帰に至るまでの間に同人が受けるはずであった原職給与

との差額を支払うこと。 

(3) 会社は，Ｂ副執行委員長の降格及び解雇を取り消し，同人を降格前の原職に

復帰させるとともに，降格後，原職復帰に至るまでの間に同人が受けるはずで

あった諸給与相当額を支払うこと。 

(4) 会社は，組合が 21年 7月 7日に申し入れた団体交渉に直ちに応じること。 

 

３ 本件の争点 

(1) Ｘ執行委員長の解雇は，労働組合の正当な行為を行ったことを理由とする不

利益取扱いといえるか。（争点 1） 
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(2) Ａ書記長の店長から一般社員への降格は，労働組合の正当な行為を行ったこ

とを理由とする不利益取扱いといえるか。（争点 2） 

(3) Ｂ副執行委員長の降格及び解雇は，労働組合の正当な行為を行ったことを理

由とする不利益取扱いといえるか。（争点 3） 

(4) 会社は，団体交渉を正当な理由なく拒否したといえるか。（争点 4） 

 

第２ 当事者の主張 

１  Ｘ執行委員長の解雇について（争点 1） 

(1) 会社の主張 

ア 会社がＸ執行委員長を解雇したのは，従業員名簿等会社の機密情報への不

正アクセス及び同情報の不正使用，虚偽の風評流布，他の従業員への名誉毀

損，虚偽報告による職場放棄，これらに関する会社への虚偽報告等，会社内

の秩序を著しく毀損したことによるものである。 

これらの行為は，就業規則第 32条第 10号及び第 12号並びに同第 34条第

1 項第 6 号に該当するため，21 年 8 月 1 日，Ｘ執行委員長を就業規則第 34

条第 1項に基づき解雇した。 

イ 会社は，Ｘ執行委員長は管理職としては不適当であるが，一般社員として

は勤務できる余地があると判断した。このため，21年 6月 1日，一般社員に

降格させ，環境整備教育を施し，営業についても業務を行わせた。しかし，

その効果は表れず，むしろ，前記アの行為を繰り返した。 

ウ また，Ｘ執行委員長を解雇すれば，会社の中小企業基盤人材確保助成金の

受給も断念せねばならず，事業開始後間もない会社にとっては，この面にお

いても大きな打撃となる状態であった。 

エ 解雇までの間，Ｘ執行委員長の一連の非違行為について，観察するなど，

事実確認の調査を行っていた。また，一方で，虚偽の風評を流したり，従業

員データを無断使用したことなどについては，営業業務をしながら次第に反

省してくれることも期待していた。 

オ しかし，実際に不正アクセスを証明するデータがあったにもかかわらず，

Ｘ執行委員長は全く反省や再発防止の意思を示さなかった。また，従業員の

間にＸ執行委員長を追放しようとする動きなどもあった。これらのことが重



 

 4 

なり，これ以上Ｘ執行委員長を雇い続けては，会社の組織が保てないと判断

し，やむを得ず，Ｘ執行委員長を解雇した。 

カ Ｘ執行委員長の解雇理由には合理性があり，組合活動を理由とする不利益

取扱いには該当せず，不当労働行為には当たらない。 

(2) 組合の主張 

ア Ｘ執行委員長はＣ総務課長（以下「Ｃ総務課長」という。）から Food-Link

（会社の業務管理サイト。以下「フード・リンク」という。）を直接閲覧す

るように指示を受けており，パスワードを不正に取得した事実はないし，組

合活動のために従業員名簿を取得した事実もない。 

また，会社のオーナーが賃金について「未払いになるおそれがある」と言

ったことをそのまま従業員に伝えただけであり，従業員の不安を煽る発言を

したのではない。 

イ Ｘ執行委員長は，勤務時間中に組合勧誘を行ったなどという事実はなく，

また，命じられた清掃作業やチラシ配りを前向きに行い，会社の指導を誠実

に受け入れており，解雇事由は存在しない。 

ウ また，タイムカードを不正に打刻し賃金を不正取得していた 2名の非組合

員は，実質降格とはいえないか昇格していることから，Ｘ執行委員長が組合

員であることを理由に処分がなされたことは明らかであり，Ｘ執行委員長の

解雇は，組合活動を理由とする不利益取扱いである。 

エ 仮に，解雇事由があったとしても，解雇に関して説明が行われていたとは

いえないことから，解雇は手続違反で無効である。 

 

２  Ａ書記長の降格について（争点 2） 

(1) 会社の主張 

ア 会社がＡ書記長を一般社員に降格させたのは，従業員への暴言等いわゆる

パワー・ハラスメント（以下「パワハラ」という。）行為，アルバイト従業

員（以下「アルバイト」という。）への雇用契約書不交付，会社からの報告

要求に対しての虚偽報告等，管理職として不適切な行為を繰り返したことに

よるものである。 

イ Ａ書記長は，自己の行為について全く反省や再発防止の意思がなく，管理
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職として適性を欠いていると判断し，店長職を解いた。これは，企業秩序維

持のため，合理的な判断に基づく人事権の行使であり，不当労働行為を目的

としたものではない。 

ウ また，組合の結成通知及び団体交渉の申入れが会社に届けられたのが 21

年 6 月 16 日であり，会社は，同日まで，組合の正式な結成を認識すること

が不可能で，Ａ書記長を降格した際には，同人が組合員であることを知らな

かった。よって，組合員であることを理由として不利益な取扱いをすること

は，論理的に不可能である。 

(2) 組合の主張 

ア 会社が交付を指示した雇用契約書は，正社員用については労働基準法に違

反し，パート及びアルバイト用については株式会社ビガ（以下「ビガ」とい

う。）の従業員と同一条件での雇用という当時のビガの主要社員との確約に

反しているため，Ａ書記長に違法な契約書を配付する義務はない。 

イ Ａ書記長は，店長として，部下の違反行為，職務怠慢，不注意等に対して

厳しく注意を行うことがあったことは認めるが，単なる指導であって，パワ

ハラではない。 

また，タイムカードの不正打刻問題は立派な犯罪であり，店長としてこの

者の処分を求めることは業務の範囲内であって，何らの法的問題は生じない。 

ウ 就業時間中の組合勧誘行為は，就業時間中の空き時間に組合加入の話をし

たに過ぎず，集会を行うなど，業務に支障が出る態様で組合活動が行われた

とは到底いえない。 

エ したがって，Ａ書記長は管理職として不適切な人物であるとはいえず，店

長から一般社員への降格事由は存在しない。また，前記１の(2)のウのとお

り非組合員はタイムカードの不正打刻をしても実質的な降格処分を受けてお

らず，Ａ書記長に対する降格が，組合員であることを理由になされたことは

明らかである。 

オ 仮に降格事由があるとしても，降格は重すぎる処分である。 

 

３  Ｂ副執行委員長の降格及び解雇について（争点 3） 

(1) 会社の主張 



 

 6 

ア 会社がＢ副執行委員長を解雇したのは，従業員名簿等会社の機密情報への

不正アクセス及び不正使用の幇助行為，守秘義務違反行為，虚偽事実の流布

による従業員の集団退職扇動行為，その他業務妨害行為，これらに関する会

社への虚偽報告等により，会社内の秩序を著しく毀損し，かつ会社の業務執

行に重大な支障を与えたことによる。 

イ Ｂ副執行委員長には従業員として不適切な行為はあったが，注意指導する

ことにより改善の余地があると判断し，21年9月30日，訓戒の懲戒処分とし

たが，Ｂ副執行委員長は反省の態度を示すどころか，従業員の集団退職を扇

動し，従業員の欠勤についても虚偽の報告をした。 

このまま，Ｂ副執行委員長を会社内に在籍させることは，さらなる企業秩

序の混乱を招くことになると判断し，やむを得ずＢ副執行委員長を解雇した。

解雇理由には合理性があり，組合活動を理由とする不当労働行為には当たら

ない。 

(2) 組合の主張 

ア Ｂ副執行委員長は業務遂行上の必要性からＸ執行委員長にＩＤ及びパスワ

ード（以下，総称して「ＩＤパス」という。）を教えたのであり，これを以

て会社の機密情報を漏らしたということにはならない。 

イ セントラル・キッチン（以下「ＣＫ」という。）のマネージャー職にある

Ｂ副執行委員長が配送されたものを開封したとしても，勝手に開封，複写し，

第三者へ無断で提供したとはいえない。 

また，Ｂ副執行委員長が無断開封をしたと認められない以上，かかる行為

に関して始末書の提出義務はなく，提出義務がない以上，始末書を提出しな

かったとしても，業務命令に違反したとはいえない。 

ウ Ｂ副執行委員長が従業員に対してデマを流したり，虚偽の報告をした事実

はない。 

エ したがって，Ｂ副執行委員長に解雇事由は存在しない。そして，前記１の

(2)のウのとおり非組合員はタイムカードの不正打刻をしても実質的な処分

を受けておらず，Ｂ副執行委員長に対する降格及び解雇が，組合員であるこ

とを理由になされたことは明らかである。 

オ 仮に解雇事由があるとしても，解雇は重すぎる処分である。 
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４ 団体交渉拒否について（争点4） 

(1) 組合の主張 

 21年6月中旬，組合は，会社に対し，一方的な給与規程の変更や雇用契約期

間の変更について改善及び協議を要求し，同年7月7日に第1回団体交渉（以下

「第1回団交」という。）が行われたが，会社から経営不振を理由に善処回答が

なされなかった。 

次回の団体交渉の開催及び社内検討の約束をしたにもかかわらず，会社の代

理人からその約束は無いと通知された。 

 会社が団体交渉に応じないことは，不当労働行為である。 

(2) 会社の主張 

 21年7月7日の第1回団交で，組合からの質問，要望については，その場で回

答できるものは回答し，検討を要するものについては後日回答する旨を組合に

伝えている。次回の団体交渉の申入れを受けたことはなく，開催の約束はして

いない。 

 また，本件救済申立て後の同年9月28日，賃金の取決め等を議題とした第2回

団体交渉（以下「第2回団交」という。）を行った。 

 会社は，団体交渉を拒否したことはなく，団体交渉に応じることを求める組

合の救済申立ては理由がない。また，求めに応じて団体交渉を行っており，そ

もそも組合には救済申立ての利益がないため，棄却又は却下を求める。 

 

第３  認定した事実 

１  当事者等 

(1) 申立人 

組合は，会社に勤務する従業員が 21年 6月 1日に結成した労働組合であり，

本件結審時の組合員数は 8名である。 

(2) 被申立人 

会社は，お好み焼き店を経営する株式会社であり，本件結審時の従業員数は

65名である。肩書地に本社を置き，本件申立て時には広島市内に５店舗と各店

舗に供給する食材を加工するＣＫを有していたが，その後，22年 10月に 1店

舗とＣＫが閉店するなどし，結審時の店舗数は３店舗である。 
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 本件申立て時の会社の職制は，社長，取締役，総務課長，ＣＫマネージャー，

店長，店長代行，副店長，一般社員であり，このほか，パートタイマー従業員 

（以下「パート」という。）やアルバイトを雇用し，21年 5月までは店長の教

育及び店舗の運営の補佐を行うスーパーバイザー（以下「ＳＶ」という。）が

置かれていた。 

 

２ 事業譲渡と会社設立の経緯等 

 (1) 事業譲渡と会社設立の経緯 

 20年 5月，会社の被承継会社でありお好み焼き店「すてっぷ」を経営してい

た申立外ビガが手形の不渡りを出して事実上倒産するに至った。その後，ビガ

は同年 8月から 5店舗の営業を再開したが，引き続き苦しい経営状態が続いて

いた。 

同年 12 月以降，ビガは，申立外株式会社ネオプランニング（以下「ネオプ

ランニング」という。）に「すてっぷ」（事業譲渡後は「ネオすてっぷ」。）の店

舗及び従業員を引き継いでほしいと要請したところ，ネオプランニングはこの

要請を受け入れ，「すてっぷ」の経営会社として新たに会社を設立し，21 年 2

月 25 日，ビガと会社との間で，同年 4 月 1 日付けの事業譲渡に関する覚書が

交わされた。 

同年 2月下旬頃，ビガの従業員らと会社の新たな経営者との間で事業譲渡に

伴う話合いが行われ，Ｘ執行委員長から，ビガと同じ条件で継続雇用すること

などについて申入れがなされた。 

そして，同年 4月 1日付けで，会社は，マリーナ・ホップ店を除く５店舗の

営業に係る事業譲渡を受けた。 

なお，会社は，ネオプランニングの子会社であり，ネオプランニングの取締

役であるＹ（以下「Ｙ社長」という。）が会社の代表取締役に，ネオプランニ

ングの代表取締役であるＤ（以下「Ｄオーナー」という。）が会社の非常勤の

取締役（後に取締役本部長）に就任した。 

【甲 7号証，乙 14，15号証，第 2回尋問記録 16頁】 

(2) 事業譲渡後の労使関係等 

ア ビガの従業員の雇用 
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21年 4月，会社は，ビガの前記 5店舗で働いていた従業員を，パート，ア

ルバイトを含めて雇用し，また，閉店したマリーナ・ホップ店の従業員につ

いても他店舗で勤務させることとした。 

【甲 7号証，乙 14号証，第 3回尋問記録 11～13頁】 

イ パート及びアルバイトの雇用条件 

   21年3月，事業譲渡に当たって，会社とパートが締結した雇用契約書には，

「平成 21 年 4 月 1 日より，パートタイマーとして雇用する」と記載されて

いるのみで雇用期間の定めはなかった。 

その後，同年 5月に会社から示された「労働条件通知書【パート・アルバ

イト】」では，雇用期間は「平成 21年 4月 1日～平成 21年 6月 30日」，契

約の更新については「更新する場合がある」と記載されていた。 

   なお，ビガは従業員との間で書面による雇用契約書を交わしておらず，口

頭で契約が確認されていた。 

    【甲 8，10号証，第 2回尋問記録 31～33頁】 

ウ 会社の就業規則 

    会社の就業規則には，服務，制裁，解雇及び配置転換に関して，次のとお

り規定されている。 

「    第 5章   服務 

第 23条 （略） 

第 24条（服務心得） 

社員は服務にあたって，次の事項を守らなければならない。 

① 社員は会社の方針及び自己の責務をよく認識し（略）会社及び本部の

指揮と計画の下に，全員よく協力，親和し，秩序よく業務の達成に努め

なければならない。 

② 社員は業務組織に定めた分担と会社の諸規則に従い，本部の指揮の下

に，誠実，正確かつ迅速にその職務にあたらなければならない。 

③ 社員が次の行為をしようとするときは，予め本部の承認を得て行なわ

なければならない。 

1.2.（略） 

3. 会社の重要書類またはこれに類する物品等を社外に持ち出すとき。 
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④ 社員は下記の行為をしてはならない。 

会社の命令及び規則に違反し，また代表取締役および取締役に反抗し，

その業務上の指示及び計画を無視
マ

す
マ

こと。 

⑤ 職務の怠慢及び職場の風紀，秩序を乱すこと。 

⑥，⑦ （略） 

⑧ 社員は会社の名誉を傷つけ，または会社に不利益を与えるような言動

及び行為は一切慎まなければならない。 

⑨～⑰ （略） 

第 25条 （略） 

 

第6章   教育 

第 26条 （略） 

 

第7章 表彰および制裁 

第 27，28条 （略） 

   第 29条（制裁） 

   会社は社員の就業を保障し，業務遂行上の秩序を保持するため，就業規則

の禁止・制限事項に抵触する社員に対して，制裁を行なう。 

第 30条（制裁の種類，程度） 

制裁の種類は次のとおりとする。 

① 訓  戒――文書により将来を戒める。 

② 減  給――1回の額が平均賃金の 1日分の半額，総額が一賃金支払期

における賃金総額の 10分の 1以内で減給する。 

③ 出勤停止――７日以内の出勤停止を命じ，その期間の賃金は支払わな

い。 

④ 諭旨解雇――（略） 

⑤ 懲戒解雇――予告期間を設けることなく，即時に解雇する。この場合

所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは予告手当を支給

しない。 

第 31条（訓戒，減給及び出勤停止） 
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以下の各号の一に該当する場合は，減給または出勤停止にする。ただし，

情状によっては訓戒にとどめることがある。 

① ，② （略） 

③ タイムカードの不正打刻をしたもしくは依頼した場合。 

④ 第5章の服務心得等に違反した場合であって，その事案が軽微なとき。 

⑤ その他前各号に準ずる程度の不都合な行為を行なったとき。 

第 32条（懲戒解雇） 

以下の各号の一に該当する場合は懲戒解雇に処する。ただし情状によって

は，諭旨解雇，減給または出勤停止にとどめることができる。 

    ① ～⑨ （略） 

⑩ 第 5章の服務心得に違反した場合であって，その事案が重大なとき。 

⑪  （略） 

⑫ その他前各号に準ずる程度の不都合な行為のあったとき。 

第33条 （略） 

 

第 8章  解雇，退職および休職 

第 34条（解雇） 

1. 社員は次の事由により解雇されることがある。 

    ①～⑤ （略） 

 ⑥ その他，第 5 章の服務心得等にしばしば違反し，改悛の情がないと

き。 

2. 解雇するときには，30日前に予告する。予告しない時は平均賃金の 30

日分を支給して即時解雇する。（以下略）  

第 35条～40条 （略） 

第 41条（配置転換及び出向） 

業務上必要がある場合には，社員に就業の場所若しくは，従事する職務の

変更または出向を命ずることがある。                 」 

【甲 72号証】 
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３ Ｘ執行委員長の降格 

 (1) 降格に至る経緯 

ア Ｘ執行委員長は， 10 年にビガにアルバイトとして就職し，その半年後，

店長に就任した。12年から正社員となった後，ビガから，本部への異動要請

があったが，本人の希望で店長職に留まっていた。ビガの倒産後は，ＳＶと

して民事再生のスキームに関わりながら，前記 2 の(1)のマリーナ・ホップ

店を担当し，事業譲渡後は，五日市フェイバリット店（以下「フェイバリッ

ト店」という。）と船越ウィット店（以下「ウィット店」という。）を担当した。 

また，Ｘ執行委員長は，ビガにおいては，「すてっぷ」各店の経営管理を

行う電算システムであるフード・リンクを通じて全ての店舗の情報を閲覧す

ることを認められ，それによって得た情報を活用して店長の指導・教育に当

たっていた。 

【乙 14号証，第 1回尋問記録 1～5頁】 

イ 事業譲渡当時ＳＶ職にあったＸ執行委員長は，21年 3月末のマリーナ・ホ

ップ店の閉店に際して，同店のアルバイトに対し，配属先が決まるまでは自

宅待機をしておけば給料の 6割が保障される旨を伝えたが，店舗閉鎖の説明

をしていなかった。このため，Ｙ社長とＤオーナーが，アルバイトに個々に

連絡し，店舗閉鎖の説明と 4月以降の勤務に関する意向確認を行った。 

  【甲 9号証，乙 14号証，第 2回尋問記録 20，46～48頁】 

ウ 21年 5月 7日，Ｘ執行委員長は，会社の本部において，Ｄオーナーと面談

した。その席上での話は，次のような内容であった。 

(ｱ) Ｘ執行委員長は，当時ＳＶ職にあったＥ（以下，人事異動後の職名を区

別することなく「Ｅ・ＳＶ」という。）及びフェイバリット店の副店長職

にあったＦ（以下，人事異動後の職名を区別することなく「Ｆ副店長」と

いう。）がタイムカードを不正に打刻することによって出退勤データを改

ざんし，勤務時間以上の給料を得ていること（以下「タイムカードの不正

打刻」という。）を報告した。 

(ｲ) Ｄオーナーは，経営状況等について，4月の営業実績が 400万円の赤字

であること，個人経営であれば 2～3 か月で倒産しかねない状況にあるこ

となどから，業務改善の一環として，メニューの削減や仕入れ業者の変更
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を行うことを説明した。 

【甲 9，70号証，乙 14号証，第 1回尋問記録 20，23頁】 

エ 21年 5月 7日ないし 9日頃，Ｘ執行委員長は，フェイバリット店の従業員

に対し，メニューの削減について不満を漏らし，会社の営業実績及びＤオー

ナーがこのままでは会社が 3か月もたないと発言したことなどを説明し，給

料の前借りを勧めた。 

その結果，同店の従業員十数名から，会社に対し，合計 66万 8,000円の

給料の前借り申請が行われた。 

従業員から事情を聞いたＤオーナーは，Ｘ執行委員長に確認したが，同人

は，そのような事実について「初耳です。知りません。」と回答した。 

また，5月 10日，Ｘ執行委員長は，フェイバリット店の従業員に対し，給

料の前借りに係る発言について口外しないよう依頼した。 

【甲 63号証，乙 3，4，14号証，第 1回尋問記録 19頁， 

第 2回尋問記録 21，22頁，第 3回尋問記録 5，6頁】 

オ 21年 5月 24日，Ｅ・ＳＶは，会社に対し，タイムカードの不正打刻に係

る前記ウの(ｱ)の行為を認めて「始末書」を提出し，Ｆ副店長からも同様の

書面が提出された。 

なお，就業規則第 31 条には「タイムカードの不正打刻をしたもしくは依

頼した場合」には「減給または出勤停止にする。ただし，情状によっては訓

戒にとどめることがある。」と規定されているが，会社は，同人らの情状を

考慮し，不正に得た給料を返還させた上で，Ｅ・ＳＶを沼田グラント店の店

長に異動させ，Ｆ副店長を訓戒処分とした。 

【甲 9，12，68，72号証，乙 14号証，第 2回尋問記録 24，25頁】 

カ 会社は，事業開始後，ビガから引き継いだフード・リンク内の情報につい

て，会社の役員，総務課長，総務課の社員及びＣＫマネージャーには全店舗

の閲覧を，各店の店長には自店のみの閲覧を許可し，ＩＤパスを付与したが，

ＳＶには専用のＩＤパスを付与せず，店長のＩＤパスを使用して当該店舗の

情報を閲覧させることとした。しかし，21年 4月当時，会社は従業員に対し，

ＩＤパスの変更等について詳しい説明を行っていなかった。 

4月 3日ないし 5日頃，Ｘ執行委員長は，ビガ当時のＩＤパスが使用でき
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なくなったことから，当時ＣＫのマネージャーであったＢ副執行委員長から

同人のＩＤパスを聞き，店舗のデータを閲覧した。 

4月 24日頃，Ｘ執行委員長は，Ｃ総務課長に対し，ＳＶにはＩＤパスが付

与されないのかと質問したところ，Ｃ総務課長は，Ｄオーナーに指示を仰い

だ上で，「Ｘ・ＳＶは直接閲覧して下さい。」とメールで回答した。 

その回答の趣旨は，ＳＶは担当店舗のＩＤパスで当該店舗の情報を閲覧す

るようにということであったが，Ｘ執行委員長は，全店舗の情報を直接閲覧

してよいと解した。 

なお，Ｅ・ＳＶからは，ＳＶ専用のＩＤパスが付与されないことについて，

会社への苦情や意見は申し立てられていなかった。 

【甲 59号証，乙 1，14号証，第 1回尋問記録 4～10頁， 

第 2回尋問記録 18，19，35～39，48，49頁】 

キ 21年 5月 25日，Ｘ執行委員長とＹ社長及びＤオーナーは，ウィット店近

くのファミリーレストランで面談し，その席上で，6月 1日付けの降格人事

が伝えられた。 

また，Ｄオーナーは，Ｘ執行委員長に対し，前記イ及びエについて報告書

の提出を求めた。 

【甲 9号証，乙 14号証，第 3回尋問記録 6頁】 

ク 21年 5月 26日，Ｘ執行委員長は，Ｄオーナーに対し，報告書を提出した。 

この報告書では，①前記イについては，あくまでも経験上の提案であり，

アルバイトの不安から来る質問に対する説明が重大な罪なのか，譲渡受入れ

会社の不利益になるのか，②前記エについては，Ｄオーナーから，会社の資

金不足，在庫商品の現金化のためのメニュー改定，このままの状況で運営す

れば 3か月程度で倒産に至ることを伝えられて非常にショックを受け，ビガ

の倒産による給料の未払の経験を踏まえてアルバイトに伝えたが，「会社と

言うものはそう簡単にはつぶれたりはしない」と会社の運営に支障がないよ

う配慮した，③Ｅ・ＳＶ及びＦ副店長のタイムカードの不正打刻の件よりＸ

執行委員長の罪の方が重いと責められたが，Ｅ・ＳＶらの行為は「間接的な

金品搾取」ではないのか，と反論されていた。 

【甲 9号証】 
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ケ 前記クの報告書の提出後，Ｄオーナーは，反省の意思を確認するためにメ

ールで始末書の提出を要求したが，Ｘ執行委員長は，反省すべき点が不明で

あるとして拒否した。 

 Ｄオーナーは，Ｘ執行委員長の行為の影響力の大きさや報告書の内容を踏

まえて，現状では管理職として不適格と判断せざるを得ないので，今後の対

応は，Ｙ社長や顧問社会保険労務士であるＧ（以下「Ｇ社労士」という。）

と相談して通知する旨をメールで伝えたところ，Ｘ執行委員長は，影響力が

大きいという理由では納得できないので，具体的な損害を示し，結果責任を

指摘するよう求めた。 

【甲 11号証】 

(2) 降格 

21年 5月 30日，会社は，6月 1日付けでＸ執行委員長をＳＶから一般社員

として本部総務課勤務に異動（降格）する旨の人事発令を発表した。 

一方，Ｅ・ＳＶ（非組合員）は同日付けで，ＳＶの役職が廃止されたことに

伴い沼田グラント店の店長に異動を命じられた。 

また，Ｆ副店長（非組合員）は同日付けの異動はなく，6月 15日付けでＡ書

記長がフェイバリット店の店長から本部総務課勤務に異動となった際に，同店

の店長代行を命じられた。 

なお，就業規則には，降格の規定はないが，この異動に伴い，Ｘ執行委員長

は，役職手当や基本給が減額となった。 

【甲 12，69，72，81号証の 1～4】 

 

４ Ｘ執行委員長の解雇 

 (1) 解雇に至る経緯 

ア 前記 3の(2)のとおり，21年 6月 1日付けで一般社員に降格されたＸ執行

委員長は，同日，「歯医者に行く」と会社に連絡し，広島中央労働基準監督

署（以下「労基署」という。）を訪問して自らの降格について相談した。こ

のため，労基署の担当官から会社に降格の経緯について問い合わせの電話が

あり，会社から連絡を受けたＧ社労士は，労基署に電話をし，事情を説明し

た。 
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同日の夕方，Ｘ執行委員長とＹ社長，Ｄオーナー及びＧ社労士が話合いを

行い，Ｇ社労士からこの問題について労働局のあっせんで解決することが提

案されたが，Ｘ執行委員長は回答を保留した。 

また，後日，Ｄオーナー及びＧ社労士が労基署を訪問して経緯を説明し，

指導を仰いだところ，落ち着くまでは自宅待機させて対応を検討してはどう

かとの助言を受けた。 

【乙 15号証，第 1回尋問記録 17頁，第 4回尋問記録 2～5頁】 

イ 21年 6月 5日，組合の代理人弁護士（以下「組合代理人」という。）から，

会社に対し，内容証明郵便で「通知書」が送達された。「通知書」には，Ｘ

執行委員長の降格辞令の撤回と原職復帰の要求及び到達日の翌日までに前記

辞令が撤回されない場合には，法的措置を採る旨が記載されていた。 

【甲 41号証の 1，2】 

ウ 21年 6月 5日，会社は，同日付けで，Ｘ執行委員長に対し自宅待機を命じ，

飲食業界全般について学習し，毎日，報告書を提出するよう指示したが，そ

れ以上の具体的な指示はしていなかった。 

   Ｘ執行委員長は，自宅待機期間中，「ネオすてっぷ」の質の向上と従業員

の雇用安定を考えている旨のみ記載した報告書（日報）を提出し続けた。 

【甲 2，14号証，乙 14号証，第 1回尋問記録 12頁】 

エ 21年 6月，会社の総務課から各店長に対し，労働基準監督署に提出する就

業規則及び給与規程について，意見書に従業員を代表する者として署名・押

印するよう指示があった。 

6月 12日，Ｘ執行委員長は，Ｇ社労士に，電話で組合の結成を伝え，組合

員数が従業員数の過半数に達しているため，組合に対して就業規則等の意見

聴取を行う必要があることを連絡したところ，その翌日，Ｇ社労士から，フ

ェイバリット店に備え付けてある就業規則を閲覧するよう伝えられた。 

また，Ｘ執行委員長は，Ｇ社労士から，店舗ごとの組合員数が過半数に達

していることを証明するよう要求されたが，「不当労働行為が懸念される」

として組合員名簿の開示をいったん拒否した。 

その後，Ｘ執行委員長は，Ｇ社労士に対し，Ｄオーナーがアルバイトに組

合加入の有無を聞いていることが不当労働行為に該当する可能性があると伝
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えたが，その際，再度組合員名簿の提出を要求されたため，ＣＫに勤務する

組合員の名簿に限り閲覧させた。 

  【甲 31，61号証，乙 17号証】 

オ Ｘ執行委員長は，21年 6月 1日付けで一般社員に降格され，6月 5日に自

宅待機となった後も，Ｂ副執行委員長から聞いたＩＤパスを使用して，自宅

のパソコンからフード・リンクにアクセスして各店舗の営業数値等を分析し

たり，従業員の電話番号等の個人情報を閲覧するなどした。 

 6 月中旬頃，会社は，従業員から，6 月末で雇用契約を解除されかねない

ので労働組合に加入してほしいとの連絡がＸ執行委員長からあったという報

告や，自分の携帯電話番号をＸ執行委員長が知っているのはなぜかという苦

情が寄せられたため，Ｘ執行委員長に電話で事実確認を行った。  

Ｘ執行委員長は，ビガの従業員名簿で電話番号等を把握していたと述べた

が，さらに会社が問いただしたところ，最終的にはフード・リンクの従業員

名簿を閲覧していたことを認めたため，Ｄオーナーは，閲覧を中止し，取得

した情報は廃棄するよう命じた。 

【乙 1，15号証，第 1回尋問記録 11頁，第 2回尋問記録 22，23，51頁】 

カ 会社は，組合の勧誘活動に関し，21年 6月 15日付けで「各店 従業員の

皆様へ」と題する店舗通達を各店に掲示した。また，その内容は，次のとお

りであった。 

(ｱ) 会社に組合結成の動きがあり，従業員に直接勧誘等が行われていると思

われること。 

(ｲ) Ｘ執行委員長が「労働組合に加入しなければ，6 月末で一方的に会社側

から契約を打ち切られる可能性がある。」と従業員に不安を与えるような

発言をしていること｡ 

(ｳ) 電話番号等の個人情報が不当に取得されたものであること｡ 

(ｴ) 労働組合活動自体は基本的に自由だが，虚偽の情報流布や不当な個人情

報の取得等による活動を認めることはできないので，Ｘ執行委員長に厳重

注意を与えたこと｡ 

(ｵ) 労働組合が言うことは全く根拠のないものであり，特に理由がある場合

を除き，労働契約は更新するので安心してほしいこと。 
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(ｶ) 今後もし労働組合が就業時間中に組合活動をしたり，不当な行動をする

ことがあれば，速やかに連絡してほしいこと｡ 

【乙 12号証】 

キ 会社は，Ｘ執行委員長及びＡ書記長に対し，21年 6月 18日から，当時広

島市中区 にあった会社本部に異動させ，営業活動を命じた。その内容は，

広島市内中心部の事業所を回り，「ネオすてっぷ」の認知度を上げ団体予約

を獲得することであり，具体的な目標としては，1日50軒の事業所を訪問し，

名刺 10枚を獲得することが課せられた。 

なお，会社は，会社事務所の移転を理由として，7月 27日から，Ｘ執行委

員長に対し，再度自宅待機を命じた。 

【甲 20，71号証，乙 14号証，第 1回尋問記録 25頁】 

ク 前記オの事実の発覚後，会社は，従業員に対し，会社の機密情報を漏洩し

ないことを約する「守秘義務に関する誓約書」（以下「守秘義務誓約書」と

いう。）の提出を求めたが，ウィット店及びフェイバリット店の従業員は，

ほとんど提出しなかった。 

会社は，第１回団交の席上で，Ｘ執行委員長に守秘義務誓約書の提出を求

めたところ，Ｘ執行委員長は，同誓約書を受け取っていないことを説明した

上で，「良い，悪いは別にして，ビガのときにはほとんどこのようにサイン

をするということが無かった」，「署名・印鑑を押すという負担がある」，「誓

約書は書かない」などと述べた。 

【甲 29号証】 

ケ 21年 7月初旬，会社内において「組合代表 Ｘ氏を会社から永久追放して

いただきたい会」の「署名運動」と題する書面（以下「署名文書」という。）

が回覧されていた。 

 署名文書には，Ｘ執行委員長が「嘘の情報を流し混乱させた」こと，「組

合に入らないと 6月以降の雇用契約が結べないと言われ組合に入る事を勧め

られた」こと，「会社のパソコンに不正アクセスして個人情報を無断で持ち

出しアルバイトスタッフに組合への勧誘をした」ことが列挙され，「会社（ス

タッフ）に迷惑をかけた組合代表のＸ氏を会社から永久追放して頂けるよう

署名運動を実施し我々の思いを届けたいと思います」と記載されていた。 
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組合は，会社に対し，第 1回団交で，署名文書はＸ執行委員長に対する名

誉毀損であるとして問題にし，調査して首謀者を明らかにした上で署名運動

を止めさせるよう要求した。これに対し，会社は，取りあえず事実関係を確

認し，特定の個人を誹謗・中傷するような署名運動を即刻止めるよう各店に

向けて指導する旨を回答した。 

その後，会社は署名運動を止めるよう指導を行ったが，首謀者の特定は行

わなかったため，組合代理人は，7月 23日付けでＦ副店長に，8月 7日付け

で署名した従業員 19 名に，それぞれ，署名文書を誰から受領し，どのよう

な指示があったのかを質問する内容の「照会書」を送付した。 

【甲 25，26号証の 1，27，29号証，第 1回尋問記録 27，28頁， 

第 2回尋問記録 52，53頁】 

(2) 解雇 

ア 21年 8月 1日，会社は，Ｘ執行委員長に対し，解雇通知書及び解雇理由書

をＦＡＸで送付し，また，解雇した旨を同人に電話連絡した。 

【甲 1，2号証，乙 19号証】 

イ 解雇通知書には，「就業規則第 34条 6号および同第 32条 12号，他により，

8月 1日をもって解雇いたします。」，「なお労働基準法第 20条に基づく解雇

予告手当については，8月 25日までに貴殿の給与口座（略）へ 221,000円也

を振り込むこととします。」と記載されていた。 

【甲 1号証】 

ウ また，解雇理由書には，解雇理由として次の 7項目が挙げられていた。 

(ｱ) 他人のＩＤパスを使ってフード・リンクから従業員の個人情報を不正に

取得し，組合の勧誘に使用し，従業員名簿から情報を得たと虚偽の弁明を

したこと。 

(ｲ) 組合への勧誘に当たり，パート及びアルバイトの契約が 6月末で解除さ

れかねないと従業員の不安を煽ったこと及び就業時間中に組合勧誘を行っ

ていたこと。 

(ｳ) 21年 5月 7日にフェイバリット店で従業員を集め，会社が倒産するとの

虚言や，給料の前借りを勧め，従業員に多大な不安を与えたこと。後に他

店の店長やパートに口止めをし，会社の調査にも虚偽の報告をしたこと。 
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(ｴ) (ｳ)に係る報告書において，虚偽の内容を報告し，「他店の社員が金品横

領」をしたと誹謗したこと。 

(ｵ) 降格人事の異動日である 21 年 6 月 1 日に「歯医者に行く」と虚偽の連

絡をして労基署に相談に行ったこと。 

(ｶ) 自宅待機期間中の報告書に「思考を続けている」旨の何日も同じ内容の

報告書が提出され，誠実に業務を行っているとはいえないこと。 

(ｷ) 労働基準監督署への就業規則の提出を妨害したこと。 

【甲 2号証】 

 

５ Ａ書記長の降格 

 (1) 降格に至る経緯 

ア 21年 4月，フェイバリット店のアルバイトであったＨ（以下「Ｈ組合員」

という。）外 1名から連名で，Ｙ社長に対し，「社長さんへ」と題する書面が

提出された。同書面には，店長のＡ書記長の勤務態度について，忙しいとい

う理由だけで不機嫌になり怒り出すこと，食事の提供に時間がかかり過ぎ，

客からの催促に対しても不機嫌な態度をとること，アルバイトの扱いに差が

あること，新入社員の指導を行っていないことなどが列挙され，アルバイト

たちはＡ書記長のことをよく思っていないと記載されていた。 

また，同店の別のアルバイトから，Ａ書記長は「よく怒りに任せて『ブッ

殺す』や『死ねばいいのに』とか口グセなのかよく言います。」，「私は『死

ねばいいのに』と言われて冗談だとわかっていてもすごく腹が立って店長の

もとで働きたいという気持ちがなくなりました。」という内容の「報告書」

が会社に提出された。 

これら書面の提出を受けて，Ｙ社長及びＤオーナーは，フェイバリット店

の従業員に対し聴取り調査を行った。 

【乙 9，10号証，第 3回尋問記録 8頁】 

イ Ｄオーナーは，Ａ書記長に対し，前記 3 の(1)のエのＸ執行委員長のフェ

イバリット店の従業員に対する発言について報告を求めたが，Ａ書記長は報

告を行わなかった。 

【甲 16号証】 
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ウ Ａ書記長は，フェイバリット店の従業員に対し，Ｅ・ＳＶ及びＦ副店長の

タイムカードの不正打刻について，「横領したようなものだ」という表現を

用いて伝えたことがあった。 

【第 2回尋問記録 9頁】 

 エ Ａ書記長は，近隣住民とのトラブルについて「問題ない」と会社に報告し

ていたが，実際は駐車場などに関するトラブルがあり，会社本部で対応した

ことがあった。また，Ａ書記長が，客からのクレームにきちんと対応しない

ため，副店長が困っているとの苦情が会社に寄せられていた。 

【乙 15号証，第 3回尋問記録 20，22頁，第 3回尋問記録 34，35頁】 

オ 21年 6月 1日の組合結成以降，Ａ書記長は，従業員に対し，フェイバリッ

ト店内で営業時間中に組合勧誘活動を行っていた。 

なお，就業規則第 8条第 2項には，労働時間は，午前 8時から翌午前 1時

までの間のシフト制で，休憩時間は，１日の労働時間が 8時間を超える場合

は 60分，8時間以内であれば 45分と規定されているが，店舗においては，

休憩は一斉に付与されておらず，従業員は，営業時間中の暇な時間に，適宜

交替で休憩を取っていた。 

【甲 72号証，第 2回尋問記録 3，9頁】 

カ 21年 6月に入って，会社は，各店長に対し，7月以降の雇用契約書をアル

バイトに配付して説明し，契約更新を勧めるよう指示したが，Ａ書記長は交

付しなかった。その理由について，Ａ書記長は「忙しくて忘れていた」と釈

明した。 

【乙 14号証，第 2回尋問記録 13頁】 

キ 21年 6月 8日午後 7時頃，Ｙ社長とＤオーナーは，フェイバリット店の店

舗裏の駐車場にＡ書記長を呼び出し，次のような話をした。 

(ｱ) Ｄオーナーは，Ａ書記長に対し，組合設立に関して，「（署名活動を）し

ているのか」，「組合は作ったのか」と質問し，Ａ書記長から「組合は作り

ました。又勧誘はしました。」との回答を聞くと，「組合を作るのなら，言

ってくれればよかったのに」，「組合を作るのは構わないが，仕事中に行う

のは法律違反だ。もし活動するのであれば，公休や休憩時間に行いなさい。」

などと述べた。 
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(ｲ) また，Ｄオーナーは，Ａ書記長が，「ＥとＦが横領したという話を，し

たらしいね」との質問に対し，「はい，噂で聞きました。」と回答したため，

Ｅ・ＳＶとＦ副店長のタイムカードの不正打刻は勤務時間の不正であって

横領ではないこと，それを従業員に横領と伝えたことは名誉毀損に当たる

ことなどを説明した。 

(ｳ) さらに，Ｄオーナーは，Ａ書記長の発言でパートが不安がっているため，

フェイバリット店から離れて勉強し直すこと，翌日（6月 9日）までに始

末書を提出することを求め，今後の方針は始末書の内容を確認してから考

えることなどを伝えた。 

(ｴ) その他，Ｄオーナーから，「Ｘ君を取るか，私を取るか 2者択一だ」，Ｙ

社長から，「今の時代組合なんて古い」といった趣旨の発言があった。 

【甲 15号証，第 2回尋問記録 2頁，第 3回尋問記録 8，9頁】 

(2) 降格 

21年 6月 12日，会社は，6月 15日付けでＡ書記長をフェイバリット店の店

長から総務課の一般社員に異動する旨の辞令を発令した。 

なお，就業規則に降格の規定はないが，この異動に伴い，Ａ書記長は，基本

給と役職手当が減額となった。 

また，6月 15日付けで，非組合員であるＦ副店長は，同店の店長代行を命じ

られた。 

  【甲 18，69，72，79，80号証の 1～6】 

 (3) 降格後の経過 

ア 前記 4の(1)のキのとおり，会社は，Ａ書記長に対し，21年 6月 18日から，

Ｘ執行委員長とともに広島市内中心部での営業活動を命じた。 

  【甲 20号証，乙 14号証】 

イ Ａ書記長は，21年 6月 12日に異動辞令が発表された後，同日付けで，始

末書に代えて顛末書をＤオーナーに提出した。 

その内容は，次のとおりであり，その末尾には，「始末書の提出をしない

事で，僕が懲戒処分される事は納得出来ません」と記載されていた。 

(ｱ) パワハラ発言については，問題になるような発言を行ったという認識は

なく，仮にアルバイトたちが不満に思っているのであれば説明し和解した
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いので，誰に説明すればよいか教えてもらいたいこと。 

(ｲ) Ｘ執行委員長の発言は，アルバイトから質問されたことについてＤオー

ナーに話を聞きに行き，その発言をそのまま伝えたものと認識しているた

め，報告の必要性を感じていなかったこと。 

(ｳ) 店内での組合勧誘については，違法性を感じていないこと。 

【甲 16号証】 

ウ 21年 6月 13日，Ｄオーナーは，Ａ書記長に対し，次のとおりメールで回

答した。 

(ｱ) パワハラ発言については，本人の希望もあり，不安に思っているアルバ

イトの氏名を明らかにすることはできないが，「死ね」，「殺す」などの言

動に問題があったこと。 

(ｲ) Ｘ執行委員長の発言を報告しなかったことについては，必要性を感じて

いたかどうかの問題ではなく，「まったく知らない」と虚偽の報告をした

ことが問題であること。また，この件は，何度も確認したこと。 

(ｳ) 店内での組合勧誘については，「就業時間中，キッチンなどに立ち入り，

同意書に署名をもとめたり，勧誘することが『職務専念義務』に反すると

いうこと」であり，「仕事時間中にすること」に問題があること。 

(ｴ) 始末書の提出がないことで懲戒になったわけではなく，自覚が感じられ

ないことで，同じことを繰り返す可能性が高いと判断し，「管理職に不適

格」ということで人事異動を行っただけであり，懲戒処分ではないこと。 

【甲 17号証】 

エ 前記(2)の異動辞令発令後，Ｄオーナーは，Ｈ組合員に，電話でＡ書記長

を異動させＨ組合員らの要望に応えたことを伝え，その際，同人が組合員で

あるかを尋ねた。 

これに対し，Ｈ組合員が組合員ではないと回答すると，Ｄオーナーは，「労

働組合に入るとお金がかかるはずなんだよね。だから，もしこれから労働組

合に入ろうと思っているのであれば，その辺は覚悟しておいたほうがいいよ。」，

「Ｘ君には会社を辞めてもらいます。」，「犯罪者であるＸ君に会社にいても

らうことはできないんだよ」，「Ｘ君を組合長として続けさせるなら，Ｘ君の

給料とかは組合員が払わなくちゃならなくなるだろうね。」などと述べた。 
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また，Ｈ組合員が，同じアルバイトの友達が組合に加入している旨を伝え

たところ，Ｄオーナーは，友達にも上記のことを伝えるよう，また，友達の

名前を教えるよう依頼した。 

【甲 55号証，第 1回尋問記録 46頁，第 2回尋問記録 39頁】 

 

６ Ｂ副執行委員長の降格及び解雇 

 (1) Ｘ執行委員長へのＩＤパスの漏洩 

   前記 3 の(1)のカのとおり，Ｂ副執行委員長は，Ｘ執行委員長に対し自分の

ＩＤパスを教えたため，その後，このことが問題となった際，会社は，Ｂ副執

行委員長に会社の機密情報を漏洩しないことを約する守秘義務誓約書を提出さ

せ厳重注意としたが，その他に特別な処分は行わなかった。 

【第 1回尋問記録 30，35～37頁，第 2回尋問記録 28，50頁】 

  (2) 署名文書の開封 

   21年 7月初旬，組合に加入していない従業員 2名が署名した前記 4の(1)の

ケの署名文書が社内メール便の袋の中に入った状態で，ＣＫに届いた。ＣＫの

マネージャー職にあったＢ副執行委員長は，各店舗から届いた伝票等の書類を

仕分ける立場にあったため，その袋を開封し署名文書を発見したが，上司に相

談することなくＸ執行委員長に同書面の写しを交付した。 

   【甲 25，29号証，第 1回尋問記録 28頁，第 2回尋問記録 52，53頁】 

 (3) 報告書の提出要求及び拒否 

ア 会社は，Ｂ副執行委員長に対し，前記(2)について，21年 7月 24日までに

始末書又は報告書を提出するよう指示した。これに対し，7月 31日，Ｂ副執

行委員長は会社に「質問状」を提出し，次の点について，会社の回答を求め，

納得できておらず提出義務はないと考えているため，始末書等の提出はしな

いと通告した。 

(ｱ) 個人の名誉を毀損するような署名文書を，なぜ，会社は，社内書類とし

て管理しているのか。 

(ｲ) 署名文書は個人的な文書と認識しているので，報告書を提出する必要性

はない。また，始末書の提出を求めるということは懲戒処分ということか。 

(ｳ) Ｘ執行委員長の発言に関しては，多くのアルバイト等に事情聴取したに
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もかかわらず，署名文書の件に関しては，対応が異なるのはなぜか。 

(ｴ) Ｘ執行委員長と面識のない者まで署名しているが，なぜ，Ｘ執行委員長

を排除する必要があると思ったのか，なぜ会社は指導しないのか。 

(ｵ) なぜ，この署名文書の首謀者探しをしないのか。また，署名文書に関与

した者（非組合員）からは始末書を要求せず，Ｂ副執行委員長だけに始末

書を要求するのか。 

イ 会社は，Ｂ副執行委員長の質問に対し，次のとおり回答した。 

(ｱ) 閲覧権限のない者が，許可を得ずに社内で書類を開封・閲覧・無断複製

し，第三者に提供したことが問題なのであって，その内容が名誉毀損に関

わる文書かどうかは全く無関係である。 

(ｲ) 署名文書は会社の本部宛に届いたもので，まぎれもなく会社の文書であ

り，Ｂ副執行委員長の行為は，就業規則第 24 条②に違反する越権行為で

あり，職務専念義務違反及び守秘義務誓約書違反である。 

(ｳ) Ｘ執行委員長の発言は会社に対する誹謗であり，署名文書は個人間の争

いである。 

(ｴ) 会社は，Ｘ執行委員長を排除することを指示したことはないし，署名・

回覧しないよう指導も行っている。 

(ｵ) 会社は，個人間の争いには関知せず，Ｘ執行委員長の名誉に対する配慮

からも首謀者探しは行わない。Ｂ副執行委員長には明確な違反事実がある。 

  【甲 48，49号証】 

(4) 降格 

   21年 9月 30日，会社は，「再三に渡る報告書の提出の拒否は，業務命令に背

く行為」であり，就業規則第 24 条違反に該当するとしてＢ副執行委員長を訓

戒の懲戒処分とし，同日付けで「懲戒処分通知」を発した。 

    また，この通知と併せて，10月 1日付けで同人をＣＫのマネージャーからウ

ィット店の店長代行に異動させる旨の人事発令を行った。 

これに対し，Ｂ副執行委員長は，「僕がいなくなったら，今のセントラルキ

ッチンのスタッフが，不安に思って，どうなるか分かりませんよ。」とＤオー

ナーに告げた。 

    なお，就業規則には，降格の規定はないが，この異動に伴い，Ｂ副執行委員
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長は，基本給が減額となった。 

【甲 42，43，72，82号証の 1，2，乙 14号証】 

(5) 異動の挨拶等 

前記(4)の異動辞令を受け，Ｂ副執行委員長は，その日に，ＣＫのパートに

異動の挨拶を行った。 

その際，Ｂ副執行委員長は，パートに対し，会社がパート，アルバイトの時

間給の減額など人件費の見直しの検討をしていることを説明した。 

また，勤務のシフトに入っていなかったパートに対し，電話で同様の説明を

行った。 

なお，第 2回団交の翌日である 21年 9月 28日に，Ｂ副執行委員長は，会社

から，店舗の従業員全員にこの説明を行うよう指示されていた。 

【甲 39，40，44，75号証，乙 14号証】 

(6) ＣＫにおけるパートの集団退職 

   21年 10月 1日，ＣＫのパートが一斉に出勤せず，その後，ほぼ全員が退職

した。 

同日，アルバイトのＩ（以下「Ｉ社員」という。）はＣＫにいったん出社し

たが，パートの一人から仕事がないので帰宅するよう指示された。 

Ｂ副執行委員長は，そのパートからＩ社員が帰宅したとの電話連絡を受け，

総務課に対し，同人が体調不良で休むと伝えた。 

そのことについて，Ｃ総務課長は，Ｉ社員の父親に事情を聞くために電話を

したが，その際，Ｉ社員の父親から，9月 30日にＢ副執行委員長から電話があ

り，「明日から働いても給料が出ない可能性が高い。よく考えた方がいいです

よ。」という内容を告げられたとの話を聞いた。 

その後，会社は，新たな従業員の確保等に追われ，ＣＫ及び本部の業務が通

常に戻るまで約 1か月を要した。 

【甲 45，75号証，乙 14号証，第 1回尋問記録 30，31頁】 

 

(7) 報告書の提出等 

 ア Ｂ副執行委員長は，会社から，前記(5)及び(6)の事実関係について報告を

求められ，21年 10月 5日付けで次のとおり報告した。 
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(ｱ) パートには，第 2回団交の内容を説明したこと。また，Ｉ社員に対して

は，10
マ

月 1日
マ

，その内容を同人の父親を通じて電話で伝えたこと。 

(ｲ) Ｉ社員の休暇の件はパートから聞いたが，そのパートの名前は組合員保

護のため報告できないこと。 

(ｳ) 自分は組合の副執行委員長として組合員に説明を行ったに過ぎず，これ

以上は，組合に正式な書面で質問してもらいたいこと。 

【甲 44，45号証】 

イ 21年 10月 10日，会社は，Ｂ副執行委員長に対し，報告を求めた事項は組

合とは一切関係なく，パートが業務妨害や就業規則上の服務規定違反を行っ

た可能性がある以上，従業員として会社の調査に協力する義務があるとして，

メールにより，報告書の再提出を指示した。 

  また，メールの末尾には，「この指示は，（略）業務命令ですので提出のな

い場合は懲戒の対象になる可能性があることを留意しておいてください」と

記載されていた。 

 【甲 46，47号証】 

ウ 組合は，21年 10月 13日付けで，会社に対し，これ以上の報告は拒否する

旨を文書で通知し，その文書には次の内容が記載されていた。 

(ｱ) 組合としては，報告を求められている事項は組合活動の延長線上にある

ものと認識しており，組合員保護の立場から，これ以上の報告はできない。 

(ｲ) 会社が調査を行うことに異議は述べないが，「従業員が退社していく事

に関し，（略）ネオ労働組合としては個々の判断を尊重している」。 

【甲 50号証】 

 (8) 解雇 

ア 会社は，Ｂ副執行委員長を，21年 10月 30日付けの解雇通知によって 10

月 31日に解雇した。また，同人には事前に電話連絡し，解雇理由書を読み

上げて解雇する旨を伝えた。 

【甲 57，58号証，第 1回尋問記録 31頁】 

イ 解雇通知書には，「就業規則第 34条 6号および同第 32条 12号，他によ

り 10 月 31 日をもって解雇いたします。」，「なお労働基準法第 20 条に基づ

く解雇予告手当については，11 月 25 日までに貴殿の給与口座へ 306,000
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円也を振り込むこととします」と記載されていた。 

【甲 57号証】 

ウ また，解雇理由書には，解雇理由として次の 6項目が挙げられていた。 

(ｱ) Ｘ執行委員長にフード・リンクのＩＤパスを漏洩し，不正利用をさせ

たこと。 

(ｲ) 署名文書を複写し，第三者に無断で提供したことが守秘義務違反であ

り，それが業務時間中に行われたこと。 

(ｳ) (ｲ)についての始末書及び顛末書の提出を拒否し，自己の主張に終始し

て会社の命令系統の秩序を乱したこと。 

(ｴ) 21年 9月 30日，訓戒処分当日にもかかわらず「11月 15日に給与の未

払いが発生する可能性がある。したがって，10月 1日以降働くかどうか

考えたほうが良い」などの事実無根のデマを流したこと，「団体交渉で賃

金減額の話が出た。セントラルキッチンの時給が減額される」と組合活

動の報告を装い，隠蔽しようとしたこと。 

(ｵ) 10月 1日のＩ社員の休暇の経緯を知りながら，総務課に「Ｉさんは体

調不良」との虚偽報告を行ったこと，組合員保護を理由として(ｴ)，(ｵ)

及び(ｶ)の事実関係を明らかにせず，「組合活動の延長線上にあると認識

している」などとして会社の業務命令に反したこと。 

(ｶ) 9月30日の(ｴ)の行為がパートの大量退職につながり業務に重大な支障

を及ぼしたこと。 

【甲 58号証】 

 

７ 組合結成，団体交渉の開催と本件申立てに至る経緯等 

(1) 組合結成から本件申立てに至る経緯等 

ア 組合の結成 

21年 6月 1日，組合が結成された。 

また，組合は，会社に対し，6月 15日付けの「回答書」及び 6月 16日付

けの内容証明郵便による「通知書」によって組合の結成を通告し，加入者数

は全従業員 173 名中 91 名であること，組合員名簿はプライバシー保護のた

め提出しないことを通知した。 
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【甲 19，30号証】 

イ 組合の要求と第１回団交の申入れ 

組合は，会社に対し，21年 6月 13日付けの「要望書」を提出した。この

書面では，5 月末に会社から送られてきた労働条件通知書を撤回することや

労働条件の変更を行う場合は事前に組合を通し確認・合意することなど，10

項目の要求事項が記載されていた。 

また，組合は，会社に対し，前記アの「通知書」で団体交渉を 6 月 26 日

に開催するよう申し入れたが，同日には開催されなかったため，再度，7 月

4 日付けの文書で団体交渉の開催を申し入れ，7 月 7 日に団体交渉が開催さ

れることとなった。 

【甲 30，31号証，乙 8号証】 

  ウ パート及びアルバイトの退職 

21年 6月 24日，会社は，雇用期間を「平成 21年 7月 1日～平成 21年 10

月 31 日」とした「雇用契約書【パート・アルバイト】」（以下「パート等雇

用契約書」という。）及び正社員用の雇用契約書（以下「正社員雇用契約書」

という。）を各店長に配付し，従業員の署名・押印を求めるよう指示した。 

6月 26日，組合は，会社に対して「通知書」を送付し，正社員雇用契約書

については，1 年変形労働時間制を採用することとしているが，労使協定の

締結や労働基準監督署への届出がなされておらず，労働基準法に違反する内

容となっていること，パート等雇用契約書については，ビガと同一の労働条

件という採用時の約束に反し3
マ

ヶ月
マ

の有期雇用契約となっているが，いわゆ

る期間の定めのない雇用であれば調印する用意がある旨を伝えた。 

また，組合は，6月 30日付けの「質問状」において，4月 1日に期間の定

めのない雇用契約を既に締結しているにもかかわらず，会社は 6 月 29 日に

パート等雇用契約書を締結しない場合には自主退社として扱うと通知したが，

なぜ自主退社になるのかと質問し，同契約書の期間の定めが削除されれば締

結する旨を通知した。 

フェイバリット店には，6 月末日現在で，パート等雇用契約書を締結して

いないアルバイトがいたため，会社は 7月 1日に説明会を開催し，同人らに

署名・押印を求めたところ，Ｈ組合員ほか十数名は雇用契約の締結を拒否し
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た。このため，会社は同人らを自主退社扱いとした。 

【甲 21号証の 1～2，22，23，24，29，32号証，第 1回尋問記録 15頁】 

エ 第 1回団交の開催 

21年 7月 7日，会社と組合は，第１回団交を行った。出席者は，会社側は

Ｙ社長，Ｄオーナー及びＧ社労士で，組合側はＸ執行委員長，Ｂ副執行委員

長及びＡ書記長であった。 

また，第１回団交の内容は，次のとおりであった。 

(ｱ) 組合は，①パート等雇用契約書及び正社員雇用契約書の内容を見直すこ

と，②就業規則及び給与規程の内容を修正すること，③人件費の削減に当

たり労使間協議を行うこと，④36協定締結のための協議を行うこと，⑤給

料計算に当たり労働時間の算定を 1分単位で行うこと，⑥Ｘ執行委員長及

びＡ書記長の降格を撤回すること，⑦会社の経営状況を開示することなど

を要求した。 

(ｲ) 会社は，①及び②については継続課題とすること，③の人件費の削減に

ついては組合にも理解してもらいたいこと，④については会社も了解する

こと，⑤については検討すること，⑥については直ちに組合の要求を受け

入れることはできないが，組合が申立て等を検討している第三者機関の判

断によること，⑦については組合役員のみ閲覧を認めるが，他言しないこ

と，事前に守秘義務誓約書を提出することなどを回答した。 

    (ｳ) 第 1回団交の終了に際して，Ｄオーナーが，「次回は時間通りやろうね」

と発言したが，次回団体交渉の具体的な開催日時や場所等は，決められな

かった。 

     【甲 29，33，34号証】 

(ｴ) 21年 7月 24日,会社は，組合に対し，第１回団交での要求事項について，

「団体交渉要求事項に対する回答」と題する書面で検討結果を回答したが，

組合は，「第一回団体交渉要求に関する回答書への答弁」と題する書面で，

回答内容の一部については了承せず，さらなる要求や反論を行った。 

          【甲 34，35号証】 

オ Ｘ執行委員長の解雇の撤回要求と第 2回団交の申入れ 

 21年 8月 1日，会社がＸ執行委員長を解雇したため，8月 10日，組合代理
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人から会社に対し，内容証明郵便で「通知書」が送達された。「通知書」には，

Ｘ執行委員長の解雇の撤回を求めること及び「組合の団体交渉の申込に対し

て 1回目の交渉後，2回目の交渉日の連絡がなく，いたずらに団体交渉を先延

ばしている内に組合委員長である当方を解雇したことは明らかに不当労働行

為です」と記載されていた。 

これに対し，8月 16日，会社の代理人弁護士は，組合代理人に対し，団体

交渉は 7 月 7 日に行われていること，このとき組合から提示された要望，質

問等に対しては，後日回答していること，第 1 回団交の場で次回交渉期日を

定めたことはなく，その後 2 回目の団体交渉の申入れを受けたこともないこ

と及びＸ執行委員長に対する解雇は正当なものであり撤回しないことを通知

した。 

【甲 1，2，3号証の 1～2，4号証】 

カ 本件不当労働行為救済申立て 

    21年 9月 3日，組合は，当委員会に対し，Ｘ執行委員長及びＡ書記長の原

職復帰並びに第１回団交で約束した団体交渉の応諾等を求めて，不当労働行

為の救済申立てを行った。 

(2) 第 2回団交の実施に至る経緯等 

ア 本件申立て後の団体交渉の申入れ 

21年 9月 23日，会社は，組合に対し，「団体交渉の申し入れ」と題する書

面で，人件費の見直しと就業規則の一部変更の 2項目を議題とする団体交渉

を，9月 28日の 15時から行うよう申し入れた。また，同書面のあて名はＢ

副執行委員長とされ，組合側の参加者は，Ｂ副執行委員長及びＡ書記長の 2

名と記載されており，参加者に変更がある場合は，事前に連絡するよう記載

されていた。 

これに対して，9月 25日，組合は，会社に対し，「第二回団体交渉の申し

入れに関して」と題する書面で，開催日時については了承すること，議題を

会社提示の 2項目に，労働契約に関する項目など 6項目を追加して 8項目と

すること及び組合側参加者にＸ執行委員長を追加することを回答した。また，

同書面の発信者名は，Ｘ執行委員長と記載されていた。 

【甲 37，38号証】 
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イ 第 2回団交の開催 

21年 9月 28日，会社と組合は，第 2回団交を行った。出席者は，会社側

はＹ社長，Ｄオーナー及びＧ社労士であり，組合側はＸ執行委員長，Ｂ副執

行委員長及びＡ書記長であった。 

また，第 2回団交の内容は，次のとおりであった。 

(ｱ) 会社から，Ｄオーナーが営業数値等の資料を開示し，①倒産したビガの

未払給料の一部を会社が 22 年 3 月まで調整手当として毎月負担すること

としているが，営業実績が黒字に転じるまで凍結すること，②住宅手当を

廃止し，2 万円を上限として交通費を支給すること，③今後の営業実績に

よってはパート及びアルバイトの時間給を減額することを提案し，組合の

理解を求めた。なお，①及び②については 21年 10月分の給料から，③に

ついては同年 11月分の給料から実施したい旨述べた。 

(ｲ) また，Ｇ社労士が，1 年単位の変形労働時間制について組合が反対して

いるため，1 か月単位の変形労働時間制を採用し，年間の休日日数を 105

日から 107日に変更することを提案したところ，組合は，検討する旨回答

した。 

(ｳ) 次に，第 1回団交における組合の要求に対する会社の回答について，組

合が見解を示したが，パート等雇用契約書の雇用期間の定め，給料計算に

当たっての労働時間の算定方法並びに役職手当及び職務手当の見直しなど

については，合意に至らなかったため継続議題となった。 

【乙 11号証】 

ウ 第 2回団交後の経過 

       21年 9月 29日，Ｄオーナーは，各店長に対し，調整手当の一時凍結，正

社員の住宅手当の見直し並びにパート及びアルバイトの時間給カットの検討

について従業員に周知するようメールで指示した。 

【甲 39，40号証】 

 

(3) Ｂ副執行委員長の降格，解雇と本件追加申立てに至る経緯等 

ア 会社は，21年 9月 30日付けで，Ｂ副執行委員長を訓戒処分とし，10月１

日付けで同人をＣＫのマネージャーからウィット店の店長代行に降格した。 
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【甲 42，43号証】 

イ 組合は，会社に対し，2 1年 10月 2日付けの「通知書」で，組合から回答

がないにもかかわらず，従業員に対して人件費削減の連絡をしたことについ

て，これを撤回するよう要求した。 

【甲 51号証】 

ウ 会社は，21年 10月 31日付けで，Ｂ副執行委員長を解雇した。 

【甲 57，58号証】 

エ 21年 12月 7日，組合は，当委員会に対し，Ｂ副執行委員長の原職復帰等

を求めて，不当労働行為救済の追加申立てを行った。 

(4) 本件申立て後の事情 

21年 10月 30日，第 4回調査期日において，当委員会は，組合側に対し，団

体交渉拒否に係る申立てについての主張・立証の予定を確認したところ，組合

代理人から，第 2回団交が開催されており，取下げを検討する旨の陳述があった。 

また，22年 4月 9日，第 8回調査期日において，当委員会は，組合側に対し，

団体交渉拒否に係る申立ての取下げの意思を再度確認したところ，組合代理人

から，取下げを「検討する。」との陳述があった。 

しかし，その後，組合から取下げに係る対応は行われていない。 

 

第４  当委員会の判断 

１  Ｘ執行委員長の解雇について（争点 1）  

(1) 本件解雇の不利益性 

前記第 3の 4の(2)で認定したとおり，Ｘ執行委員長は，21年 8月１日付け

で解雇された。  

(2) 不当労働行為の成否 

本件解雇が，労働組合法第 7条第 1号の不当労働行為に該当するか否かの判

断に当たっては，解雇が，会社主張のとおりＸ執行委員長の非違行為によるも

のか，そうではなく，同人が労働組合の組合員であること，若しくは組合活動

を行ったことを理由としてなされたものかが問題となる。 

そして，Ｘ執行委員長が組合の代表者として，後記ウのとおり，活発に組合

活動をしていたという本件の事実関係を前提とすると，非違行為が認められな
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い場合や同人の組合活動が正当な行為であって処分に理由がない場合，あるい

は，処分が過重であって，同人が組合員でなく，若しくは組合活動を行ってい

なければ解雇に至っていないと認められる場合には，本件解雇は，組合員であ

ることなどを理由とする不利益取扱いと評価すべきと解される。 

よって，以下判断する。 

ア 本件解雇の理由について  

会社は，Ｘ執行委員長には解雇理由があったため，解雇には合理性がある

と主張し，組合は，本件解雇はＸ執行委員長が組合の正当な行為を行ったこ

とを理由とするものであると主張するので，以下，解雇理由書に記載された

具体的理由に即して判断する。 

(ｱ) 他人のＩＤパスを使ってフード・リンクから従業員の個人情報を不正に

取得し，組合の勧誘に使用したこと及び当初は従業員名簿から情報を得た

と虚偽の弁明をしたこと 

前記第 3の 3の(1)のカで認定したとおり，21年 4月 1日の事業開始後，

ＳＶ職にあったＸ執行委員長には，フード・リンクの閲覧権限が与えられ

なかったため，同人は，Ｂ副執行委員長からＩＤパスを聞き，フード・リ

ンクにアクセスしたことが認められる。 

21年 4月 24日の「Ｘ・ＳＶは直接閲覧してください」とのＣ総務課長

のメールの内容について，会社は，担当店舗のＩＤパスで当該店舗の情報

を閲覧するようにという趣旨で伝えたが，Ｘ執行委員長は，全店舗の情報

を直接閲覧してよいと解し，両者の思いには齟齬があった。 

しかし，Ｘ執行委員長が，フード・リンクから店舗の売上げやコスト管

理に必要な情報を得ることは，ビガの社員であったときから行っていたこ

とであり，事業譲渡後のＩＤパスの取扱いやフード・リンクの閲覧権限の

変更に関して，事前に会社から詳しい説明を受けていなかった状況では，

ビガ当時と同様に閲覧しようとするのは自然であり，職務上必要な情報を

取得するためであれば，不正にアクセスしたとまではいえない。 

一方，Ｘ執行委員長が，自宅待機中にフード・リンクを閲覧し，組合勧

誘を行っていたことは，前記第 3の 4の(1)のオで認定したとおりである。 

この点，組合は，Ｘ執行委員長が上記Ｃ総務課長のメールによってフー
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ド・リンクの閲覧を会社から了承されていたため，問題ない旨主張するが，

6月 1日以前に職務上必要な情報を得ていたことと，自宅待機中に組合勧

誘のために個人情報を取得したこととは別の問題であり，会社が，自宅待

機中にＸ執行委員長が組合勧誘に必要な情報をフード・リンクから得たこ

とが非違行為に当たると考えたことは，理由があると認められる。 

(ｲ) 組合勧誘に当たり，パート及びアルバイトの契約が 21 年 6 月末で解除

されかねないといたずらに従業員の不安を煽ったこと及び就業時間中に組

合勧誘を行っていたこと 

Ｘ執行委員長が，パート及びアルバイトに対し，21年 6月末で契約が解

除されかねないという趣旨の説明をしたことは，前記第 3 の 4 の(1)のオ

で認定したとおりである。 

21年 5月に会社から従業員に示された労働条件通知書には，契約は更新

する場合があるとの記載はあるものの，雇用期間は 6 月 30 日までとされ

ていたこと，Ｘ執行委員長が，労働組合の代表として他の従業員に労働条

件等について指導・助言をする立場にあったことを鑑みれば，同人が 6月

末で契約が解除されかねないと考え，それを他の従業員に伝えたことはあ

ながち理解できなくもなく，いたずらに従業員の不安を煽ったとまではい

えない。 

一方，就業時間中の組合勧誘については，前記(ｱ)のとおり自宅待機中

の行為であり，会社がＸ執行委員長に対して自宅待機を命じた経緯や，Ｘ

執行委員長が会社から毎日報告書を提出するよう指示されていたことなど

を考慮すれば，この点を問題視した会社の対応は，首肯できる。 

(ｳ) フェイバリット店で従業員を集め，会社が倒産するとの虚言や，給料の

前借りを勧め，後に口止めをしたこと 

21年 5月上旬，Ｘ執行委員長がフェイバリット店の従業員に対し，会社

があと 3か月もたない旨の発言をし，給料の前借りを勧め，実際に前借り

が発生したことは，前記第 3の 3の(1)のエで認定したとおりである。 

当時，Ｘ執行委員長は，ＳＶとして指導・監督的な立場にあったこと，

また，Ｄオーナーから会社の経営状況に関する説明を受けていたことを鑑

みれば，従業員への発言によって，会社に臨時支出が発生し，事業開始し
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たばかりの会社に影響が生じることは容易に推測できたはずであり，経営

上の支障を来たすおそれのある発言をしたことは，適切な行為とはいえな

い。 

また，会社は，Ｘ執行委員長が，上記のような発言はしていないと会社

に説明し，他の従業員には発言内容を口外しないよう依頼したと主張して

いる。この点について，会社が他の従業員に対して行った調査結果からお

おむねこのような事実があったことは推認できることから，会社が非違行

為として取り上げたことは，首肯できる。 

(ｴ) (ｳ)に係る報告書中で，虚偽の内容が報告され，また，その中で「他店

の社員が金品横領」したと誹謗したこと 

会社は，21年 5月 26日，Ｘ執行委員長が提出した前記(ｳ)に係る報告書

（甲 9号証）において虚偽の報告をしたと主張するが，報告書には，前借

り申請に係る発言をしたとの記載はないものの，従業員に説明した内容に

ついての弁明ととれる内容が書かれており，虚偽の内容が報告されたとま

ではいえない。 

また，タイムカードの不正打刻をしたＥ・ＳＶとＦ副店長の行為を，Ｓ

Ｖ職にあったＸ執行委員長が非難することには相応の理由があり，他の従

業員によるタイムカードの不正打刻を「金品横領」（ただし，Ｘ執行委員

長が会社に提出した報告書では，「金品搾取」という表現が用いられてい

た。）と称したのははなはだ適切を欠くが，会社もこれを不正と認め，不

当に得た金品を返還させた上で訓戒などの処分をしているように，比喩的

表現としては必ずしも通用しないものではなく，不正打刻の事実が社内に

広まるなどして，これら従業員の評価が下がり，その名誉が毀損されたり，

会社内に混乱が生じたというような事情も認められない。 

したがって，会社がこれらを非違行為として処分の理由としたのは，妥

当とはいえない。 

 

 (ｵ) 降格人事の 6月 1日（異動日）に「歯医者に行く」と虚偽の理由を告げ，

労基署に相談に行ったこと 

組合は，Ｘ執行委員長が会社に虚偽の理由を告げたことについて，21
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年 6 月 1 日の午前 11 時に出勤するようＤオーナーから指示されていたた

め，労基署に降格について相談に行く時間を捻出する必要から，咄嗟に「歯

医者に行く」と嘘をついたに過ぎないと主張する。 

降格されたＸ執行委員長が，早急にしかるべき第三者機関に相談に行こ

うと考えたことは理解し得るところであり，Ｘ執行委員長が，会社に対し，

指示された時間に出勤できない本当の理由を伝えることを躊躇したのも無

理からぬ状況にあったということができる。 

また，同日，労基署の担当官からＹ社長に対し，Ｘ執行委員長の降格の

経緯について問い合わせがあったため，Ｇ社労士が労基署に電話で事情を

説明する事態が生じたことが認められるが，Ｘ執行委員長は，会社に対し，

指示された時間に出勤できないことを事前に伝えており，Ｘ執行委員長の

欠勤により業務に混乱が生じたなどの事情も認められない。 

したがって，虚偽の理由を告げ労基署に相談に行ったことは，解雇の理

由となる非違行為とまでは認められない。 

(ｶ) 自宅待機中に「思考を続けている」旨の何日も同じ内容の報告書を提出

し，誠実に業務を行っていないこと 

21年 6月 5日，会社は，Ｘ執行委員長に自宅待機を命じ，飲食業界につ

いて学習し，毎日報告書を提出するよう指示したが，その理由や自宅待機

中にすべきことについては，それ以上に具体的な説明がなく，抽象的な指

示に止まっていた。 

会社は，解雇理由書に，Ｘ執行委員長から提出された報告書は，「思考

を続けている」旨の何日も同じ内容だったと記載しているが，同人の陳述

等から「『ネオすてっぷ』の質の向上と従業員の雇用安定を考えている 」

旨を記していたものと認められる。 

いずれにせよ，同人が提出した報告書には，上記のとおり，何日も同じ

内容が記されていたというのであるから，会社の指示が抽象的なものであ

ったとしても，Ｘ執行委員長がそれまでＳＶとして指導・監督的な立場に

あったことを鑑みると，これを適切な報告書と評価することは困難であり，

会社がこれを問題視したことには，一応の理由がある。 

(ｷ) 労働基準監督署への就業規則の届出を妨害したこと 
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労働基準法第 90 条により，就業規則の作成又は変更について，使用者

には，労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する

者（以下「労働者代表」という。）の意見を聴取することが義務付けられ

ている。しかし，使用者が意見聴取の手続を適正に行っているにもかかわ

らず，労働者代表が意見を述べないなど，手続に参加しようとしないとき

は，使用者は，就業規則の届出に当たって，意見聴取の機会を与えたこと

が明らかとなるような書面を添付すれば足りるとされている。 

したがって，本件において，変更した就業規則の届出義務の履行の遅延

について，組合に責めを負わせようとする会社の主張は採用できない。 

イ 本件解雇の合理性及び相当性 

(ｱ) 解雇理由の合理性 

Ｘ執行委員長は，前記第 3 の 3 の(2)で認定したとおり，本件解雇に先

行して 21年 6月 1日にＳＶから一般社員に降格されている。 

Ｘ執行委員長が，降格前に指導・監督的な立場で行った非違行為として

は，前記アの(ｳ)のとおり，同人の発言に起因して従業員による給料の前

借りがなされ，会社にとって，臨時支出が発生し一定の経営上の支障が生

じたことが認められる。 

一方，一般社員となった後の非違行為は，前記アの(ｱ)，(ｲ)のとおりフ

ード・リンクから個人情報を取得して組合勧誘を行ったこと及び(ｶ)のと

おり同じ内容の報告書を会社に提出し続けたことであるが，これらの行為

は非違行為とは評価できるが，会社の業務に大きな影響を及ぼすものでは

ない。 

以上からすれば，会社は，既に業務に支障を及ぼす行為に対する制裁と

して，Ｘ執行委員長を指導的立場から外す降格を行っており，さらに，こ

れに加えて，解雇を行うに値する理由があったとまではいえない。 

したがって，本件解雇は，合理性を欠く扱いといわざるを得ない。 

(ｲ) 他の従業員に対する処分との不均衡 

21年 6月 1日，会社は，タイムカードの不正打刻を行ったＥ・ＳＶに対

しては，ＳＶ職の廃止に伴う店長への異動という実質降格とはいえない対

応を行ったのに対し，Ｘ執行委員長に対しては，同日付けで，ＳＶ（ＳＶ
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は店長の教育及び店舗の運営の補佐を行うものとされ，会社の職制は，店

長－店長代行－副店長－一般社員となっていた。）から一挙に一般社員に

降格させ，さらにその 2か月後，本件解雇にまで及んでおり，これは，同

人らの非違行為の内容に照らして著しく均衡を欠く取扱いと認められる。 

なお，Ｅ・ＳＶは非組合員であった。 

(ｳ) 本件解雇に至るまでの会社の対応 

本件解雇に至るまでの会社の対応をみると，会社は，Ｘ執行委員長に対

し，降格直後の 21年 6月 5日に自宅待機を命じ，その後，6月 18日から

はＡ書記長とともに会社本部に異動させてチラシ配りなどの単純な営業活

動に従事させ，7月 27日から会社事務所の移転を理由に再度自宅待機させ

た後，8月 1日に解雇を通知している。 

また，本件解雇は，複数の非違行為を理由としてなされたものであるが，

解雇は，労働者にとって極めて重大な不利益をもたらすことから，使用者

には，非違行為に対してまずは軽度の懲戒処分などにより，本人に警告・

注意を促すことが求められているところ，本件では，このような措置がと

られておらず，いきなり解雇に及んでいる。 

また，解雇当日のＦＡＸによる解雇通知書及び解雇理由書の送付や，電

話による確認のみによって，Ｘ執行委員長に解雇が通知されており，十分

な弁明の機会が与えられていたとはいえない。 

したがって，本件解雇に至る会社の対応には問題があるといわざるを得

ない。 

(ｴ) 小括 

以上のとおり，本件解雇はその理由に合理性を認めるのは困難であるば

かりか，Ｘ執行委員長の非違行為の程度に比べて過重なものであり，また，

解雇に至る会社の対応をみてもその悪意や性急さが認められ，本件解雇に

相当性を認めることはできない。 

なお，会社は，Ｘ執行委員長の解雇によって中小企業基盤人材確保助成

金を放棄することになったが，このことは，Ｘ執行委員長の解雇以外に社

内秩序回復の方策はなかったことを証拠付けるものだと主張する。 

しかし，本件解雇に合理性及び相当性が認められないことは既に述べた
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とおりであるから，このこと一事をもって前記判断を覆すことはできない。 

ウ 本件解雇と組合活動との関係 

(ｱ) 組合結成に至る労使関係 

事業譲渡の決定から事業の開始までは時間的余裕がなく，新たな経営体

制や労働条件等について十分な話合いや説明がなされていなかったため，

会社の経営者と当時ＳＶ職にあったＸ執行委員長の間には，事業開始当初

から，信頼関係の構築に問題があった。 

このような状況の中で，Ｘ執行委員長は，会社の新たな経営者に対し，

給与や雇用条件をビガと同じにするよう確約を求めるなど，従業員の中心

となって労働条件に係る要求等を行っていた。 

また，前記第 3 の 3 の(1)のエ及びキで認定したとおり，Ｘ執行委員長

は，他の従業員に給料の前借りを勧める発言をしたことなどから 21 年 5

月 25日に降格を伝えられ，降格が行われた 6月 1日に組合を結成した。 

(ｲ) 組合結成から解雇に至る労使関係 

会社は，Ｘ執行委員長に対し，8月 1日付けで解雇を通告したが，組合

結成から解雇までの間の労使関係は，次のようなものであった。 

Ｘ執行委員長は，自宅待機中にフード・リンクから得た情報によって組

合勧誘を行い，また，雇用契約書の件でパートやアルバイトに助言するな

ど組合の執行委員長として積極的に活動していた。 

一方，前記第 3の 5の(1)のキで認定したとおり，組合結成直後の 6月 8

日，Ｄオーナー及びＹ社長は，Ａ書記長に「組合は作ったのか」と確認し，

「Ｘ君を取るか，私を取るか 2者択一だ」，「今の時代組合なんて古い」な

どと発言した。 

そして，前記第 3の 4の(1)のカで認定したとおり，6月 15日，会社は，

各店の従業員に対して店舗通達を発し，Ｘ執行委員長が従業員に不安を与

えるような発言をし，不当な個人情報の取得をしたので厳重注意を与えた

こと及び組合が言うことには根拠がないことなどを周知し，組合が不当な

行動をすることがあれば会社に連絡するように要請した。 

さらに，前記第 3 の 5 の(3)のエで認定したとおり，Ｄオーナーは，Ａ

書記長の異動に際して，アルバイトのＨ組合員に対し，「労働組合に入る
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とお金がかかる」，「これから労働組合に入ろうと思っているのであれば，

その辺は覚悟しておいたほうがいいよ。」，「Ｘ君には会社を辞めてもらい

ます。」，「犯罪者であるＸ君に会社にいてもらうことはできない」などと

発言した｡ 

6月 16日，組合は，会社に対し，組合結成の通告に加えて団体交渉の申

入れを行い，その後も，労働条件等について質問，異議，要求等の文書を

頻繁に発していた。 

また，7月 7日に開催された第１回団交で，Ｘ執行委員長の追放を求め

る内容の署名文書の件が取り上げられた。 

その後も，組合は，団体交渉の継続課題について会社に要求を行ってい

たが，次回団体交渉の開催予定は決まっていなかった。 

(ｳ) 不当労働行為意思の存否 

Ｘ執行委員長の降格及び組合結成後の労使関係をみると，前記(ｱ)及び

(ｲ)で判断したとおり，会社と組合の対立が日ごとに深刻化する様相を呈

していた。 

このような労使関係の下で，21年 6月 15日に会社が各店の従業員に対

して発した店舗通達は，従業員の間に組合への不信感を煽る内容のもので

あったとみることができる。 

また，ＤオーナーがアルバイトのＨ組合員に対して行った前記(ｲ)の発

言から，会社は，Ａ書記長の降格と近接した時期に，既にＸ執行委員長の

解雇を決意していたことが推認され，Ｘ執行委員長を排除しようとする意

思と組合への相当な嫌悪感をもっていたことが認められる。 

さらに，前記イの(ｲ)でみたとおり，Ｘ執行委員長の非違行為に対する

降格に始まり解雇で終わる扱いは，タイムカードの不正打刻を行った非組

合員に対する処分と比べて著しく均衡を欠くものであり，そこにはＸ執行

委員長に対する強い嫌悪の存在が認められる。 

以上のとおり，Ｘ執行委員長の解雇には不当労働行為意思が働いていた

と認めるのが相当である。 

エ 結論 

以上を総合すると，本件解雇は，会社が，Ｘ執行委員長及び組合活動への
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嫌悪を決定的動機として，同人を会社から排除しようとしたものであると判

断するのが相当であり，労働組合法第７条第 1号の不当労働行為と認められ

る。 

 

２  Ａ書記長の降格について（争点 2） 

(1) 本件降格の不利益性 

前記第 3の 5の(2)で認定したとおり，Ａ書記長は，21年 6月 15日付けで店

長から一般社員に降格され，賃金が減額された。 

(2) 不当労働行為の成否 

本件降格が，労働組合法第 7条第 1号の不当労働行為に該当するか否かの判

断に当たっては，降格が，会社主張のとおりＡ書記長の非違行為によるものか，

そうではなく，同人が労働組合の組合員であること，若しくは組合活動を行っ

たことを理由としてなされたものかが問題となる。 

そして，Ａ書記長が組合の役員であり，後記ウのとおり，組合勧誘など積極

的に組合活動をしていたという本件の事実関係を前提とすると，非違行為が認

められない場合や同人の組合活動が正当な行為であって処分に理由がない場合，

あるいは，処分が過重であって，同人が組合員でなく，若しくは組合活動を行

っていなければ降格に至っていないと認められる場合には，本件降格は，組合

員であることなどを理由とする不利益取扱いと評価すべきと解される。 

よって，以下判断する。 

ア 本件降格の理由について 

会社は，Ａ書記長の降格理由を理由書等で明らかにしていないが，Ａ書記

長に係る次の非違行為をあげ，本件降格は合理的な判断に基づく人事権の行

使であると主張しているので，以下判断する。 

(ｱ) パワハラ行為 

21年 4月，会社がアルバイトから，Ａ書記長の「ブッ殺す」や「死ねば

いいのに」といった発言に対する苦情を受けたことは，前記第 3の 5の(1)

のアで認定したとおりである。 

組合は，これらの発言は従業員に向けられたものではなく，Ａ書記長が

独り言として言ったに過ぎないと主張するが，仮にそうであったとしても，
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店長職にある者がこのような発言を他人に聞こえるように言うことは，適

切とは認められない。 

したがって，会社が，Ａ書記長の前記発言について，これを問題視した

ことには，理由がないとはいえない。 

一方，会社は，21年 4月以降，苦情を受けて他の従業員への事情聴取を

行っており，遅くとも，6月 1日付けのＸ執行委員長やＥ・ＳＶの異動と

併せて，Ａ書記長を降格させることが可能であったにもかかわらず，本人

に対する注意すらも行っていないことから，当初は，特に降格とするほど

重大な行為とは考えていなかったと認められる。 

(ｲ) アルバイトへの雇用契約書不交付 

雇用契約書の不交付については，雇用契約書の正当性や交付しなかった

理由の当否について争いがあるが，当該行為は本件降格時に問題とされて

おらず，会社が降格理由とは考えていなかったものと認められる。 

(ｳ) 勤務時間中の組合勧誘活動 

21年 6月 1日の組合結成以降，Ａ書記長が，従業員に対し，店舗内で営

業時間中に組合勧誘を行っていたことが認められるが，シフト制を導入し，

適宜交替して休憩を取っている職場において，本人及び勧誘の相手方であ

る従業員が勤務時間中であったか，あるいは休憩中であったかについて，

明確に区分することは困難である。 

確かに，当該勧誘活動が行われたのが，店舗内かつ営業時間中であった

ことからすれば，会社が，勧誘行為を正当な組合活動でないとして問題視

することには相応の理由がある。 

しかし，仮に組合活動が勤務時間中に行われていたとしても，それが処

分の理由となり得る非違行為であるかどうかは，会社の業務への支障の程

度とそれに対する制裁処分の内容に照らして判断すべきである。 

そこで，本件組合勧誘行為が行われた状況をみると，シフト制の下で，

従業員が適宜交替で休憩を取る当該職場においては，このＡ書記長の行為

によって店舗の営業に明らかな支障が生じたとは認められず，当該行為が，

降格の理由となり得る非違行為とまではいえない。 

(ｴ) タイムカードの不正打刻をした社員を名指した名誉毀損行為 
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前記 1の(2)のアの(ｴ)で判断したのと同様に，タイムカードの不正打刻

をしたＥ・ＳＶとＦ副店長の行為を，店長職にあったＡ書記長が非難する

ことには相応の理由があり，他の従業員によるタイムカードの不正打刻を

「横領したようなものだ」と発言したのははなはだ適切を欠くが，会社も

これを不正と認め，不当に得た金品を返還させた上で訓戒などの処分をし

ているように，比喩的表現としては必ずしも通用しないものではなく，ま

た，不正打刻の事実が社内に広まるなどして，これら従業員の評価が下が

り，その名誉が毀損されたり，会社内に混乱が生じたというような事情も

認められない。 

したがって，会社が，Ａ書記長の前記発言を降格の理由としたのは，妥

当とはいえない。 

(ｵ) 虚偽報告 

会社は，Ａ書記長に対し，Ｘ執行委員長の給料の前借りに係る発言や勤

務時間中の組合勧誘活動等について質問したが，Ａ書記長は，「知らない」

と回答している。しかし，同人が当時店長職であったことを考慮すると，

質問に対して，会社の納得が得られるように説明をしてしかるべきだった

と考えられ，同人の対応を会社が問題視したことには理由がないとはいえ

ない。 

(ｶ) 近隣住民とのトラブルやクレーム処理の不適切さ 

会社は，近隣住民との駐車場に関するトラブルや，客からのクレーム処

理に関し，Ａ書記長が適切な対応をしておらず，店長職としてふさわしく

ない旨主張するが，その当時，会社がＡ書記長のこうした対応について何

ら注意や指導をしていたという事情は認められない。会社は，降格後に，

このことを処分理由の一つとして主張しているが，上記の事情を考慮する

と，処分理由とするのは適当でない。 

イ 本件降格の合理性及び相当性 

(ｱ) 降格理由の合理性 

Ａ書記長は，前記アのとおり，店長職として幾つかの点で問題があると

認められる非違行為を行っているが，そのほとんどは，会社が適切な注意

や指導を行っていれば解決できたものと考えられ，また，会社の業務に重



 

 45 

大な支障を及ぼしたという事情も認められないため，いずれも降格の理由

となり得るほどの非違行為とはいえず，本件降格に合理性を認めることは

できない。 

さらに，会社は，Ａ書記長に対し，降格直後の 21年 6月 18日からＸ執

行委員長とともに会社本部に異動を命じ，チラシ配りなどの単純な営業活

動に従事させているが，それまで店長として責任の重い業務に従事してい

たＡ書記長への対応としては，業務上の必要性等の明確な理由がなく，合

理性を欠いている。 

(ｲ) 他の従業員に対する処分との不均衡 

21年 6月 15日，会社は，タイムカードの不正打刻を行ったＦ副店長に

対しては店長代行を命じ，その後同人を店長に昇格させているのに対し，

Ａ書記長に対しては，同日付けで，副店長等の職制上の段階を踏まず一般

社員に降格させており，これらは，同人らの非違行為等に照らして著しく

均衡を欠く取扱いと認められる。 

なお，Ｆ副店長は非組合員であった。 

(ｳ) 降格に至るまでの会社の対応等 

前記(ｱ)のとおり，本件降格の理由として会社が挙げているＡ書記長の

行為は，その発生の時点で会社が適切な注意や指導を行っていれば，ある

いは解決できたものと考えられ，また，降格に当たってその理由などを説

明して当人を納得させたり，発憤を促すのが人事のありようとして相当と

解されるところ，会社はこうした手立てを尽くすことなく，唐突に異動を

発令しており，降格に至る会社の対応には問題があるといわざるを得ない。 

(ｴ) 小括 

以上のとおり，本件降格は，その理由に合理性を認めることは困難であ

り，また，Ａ書記長の非違行為の程度に比べて不当に重く，降格に至る会

社の対応にも問題があるため，処分に相当性を認めることはできない。 

 

ウ 本件降格と組合活動との関係 

(ｱ) 労使関係と降格の時期 

前記第 3の 5の(1)のオで認定したとおり，21年 6月 1日の組合結成以
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降，Ａ書記長は，店舗の営業時間中に組合勧誘を行っていたことが認めら

れる。 

また，前記第 3の 3の(2)で認定したとおり，会社は，Ｘ執行委員長を，

6月 1日付けで降格させたが，Ａ書記長に対しては，前記アの(ｱ)や(ｶ)の

行為を認識していたにもかかわらず，何ら注意や処分を行っておらず，こ

の時点で，これらの行為を特に問題視していたという事情は見当たらない。 

一方，前記第 3 の 5 の(1)のキで認定したとおり，降格辞令発表の数日

前である 6月 8日，Ｄオーナー及びＹ社長は，Ａ書記長をフェイバリット

店の店舗裏の駐車場に呼び出して，同人に対し，「組合は作ったのか」と

質問し，「組合は作りました。又勧誘はしました。」との回答を聞いて，組

合の設立を認知したが，その際，Ｄオーナーらは，Ａ書記長に，「Ｘ君を

取るか，私を取るか 2者択一だ」，「今の時代組合なんて古い」といった発

言をしている。 

また，Ｄオーナーらは，Ａ書記長に対し，始末書の提出を指示し，その

内容を確認してから同人の今後の方針を考える旨を告げていたが，6月 12

日，会社は，唐突に，降格となる本件異動の辞令を発した。 

(ｲ) 不当労働行為意思の存否 

Ｄオーナー及びＹ社長のＡ書記長に対する21年6月8日の発言等にみられ

るように，会社は，組合活動が活発化していくことに関して，相当な危機

感を抱いていたことが認められる。 

このことは，Ａ書記長の降格直後に，会社が，Ａ書記長をＸ執行委員長

とともにネオ本部に異動させ，チラシ配りなどの単純な営業活動に従事さ

せたり，Ｄオーナーが，Ｈ組合員に組合員であるかどうかを尋ね，「労働

組合に入るとお金がかかる」，「これから労働組合に入ろうと思っている

のであれば，その辺は覚悟しておいたほうがいいよ」などと発言している

ことからもみてとれる。 

そして，会社は，Ａ書記長の降格理由として，パワハラ行為やクレーム

処理の不適切さなどを挙げているが，会社は早くからこれらの行為があっ

たことを知悉していたにもかかわらず，組合結成以前には，注意や処分を

することなく放置していたものである。このことは，5月の連休の繁忙期
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をはさんでいたことを考慮しても，不自然であり，組合結成後，にわかに

降格理由として持ち出されたものと認めるのが相当である。 

 また，Ａ書記長による組合勧誘行為は，前記アの(ｳ)で判断したとおり，

正当な組合活動とまでいえるかは別として，降格の理由となり得る非違行

為とまではいえないものである。 

以上に加えて，前記イの(ｲ)のとおり，会社がＡ書記長に対して，非組

合員であるＦ副店長に対する処分と比べて不当に重い処分を科しているこ

と，前記イの(ｳ)のとおり，降格に至る経緯にも問題があることなどを考

慮すると，会社は，組合結成後，組合及びＡ書記長の組合活動に対して相

当な嫌悪感をもって，本件降格を行ったといわざるを得ない。 

ところで，会社は，組合結成を文書で通知されたのは6月16日であり，

本件降格を発令した6月12日には，Ａ書記長が組合員であることを知らな

かったと主張している。 

しかし，Ｄオーナー及びＹ社長は，Ａ書記長との6月8日のフェイバリッ

ト店の店舗裏の駐車場における面談の際に，「組合は作ったのか」と質問

し，Ａ書記長がこれに対し「組合は作りました。又勧誘はしました。」と

回答していること，Ｄオーナー自身，この6月8日の面談で組合を作ったと

いう話を聞いた旨，当委員会の第3回審問において証言していることから，

会社は，遅くとも，6月8日の時点で，Ａ書記長が組合結成において中心的

な役割を担う活動家の一人であること及び組合が結成されたことを認識し

ていたものと認めるのが相当である。 

エ 結論 

以上を総合すると，本件降格は，会社のＡ書記長及び組合活動への嫌悪を

決定的動機として行われたものと判断するのが相当であり，労働組合法第７

条第 1号の不当労働行為と認められる。 

 

３  Ｂ副執行委員長の降格及び解雇について（争点 3） 

(1) 本件降格及び解雇の不利益性 

ア 前記第 3の 6の(4)で認定したとおり，Ｂ副執行委員長に対しては，21年

9月 30日付けで訓戒の懲戒処分がなされるとともに， 10月１日付けでＣＫ
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のマネージャーからウィット店の店長代行への異動辞令が発せられ，これに

伴い職位が下がり，賃金が減額された。 

イ 前記第 3の 6の(8)で認定したとおり，Ｂ副執行委員長は，21年 10月 31

日付けで解雇された。 

(2) 不当労働行為の成否 

本件降格及び解雇が，労働組合法第 7条第 1号の不当労働行為に該当するか

否かの判断に当たっては，降格及び解雇が，会社主張のとおりＢ副執行委員長

の非違行為によるものか，そうではなく，同人が労働組合の組合員であること，

若しくは組合活動を行ったことを理由としてなされたものかが問題となる。 

そして，Ｂ副執行委員長が組合の役員であり，後記ウのとおり，積極的かつ

活発に組合活動を行っていたという本件の事実関係を前提とすると，非違行為

が認められない場合や同人の組合活動が正当な行為であって処分に理由がない

場合，あるいは，処分が過重であって，同人が組合員でなく，若しくは組合活

動を行っていなければ降格や解雇に至っていないと認められる場合には，本件

降格及び解雇は，組合員であることなどを理由とする不利益取扱いと評価すべ

きと解される。 

よって，以下判断する。 

ア 本件降格及び解雇の理由について 

会社は，Ｂ副執行委員長の降格理由を理由書等で明らかにしておらず，本

件申立ての審査手続においても，降格と解雇に係る理由を区別して主張して

いないが，これらの処分が一連のものであるため，以下，解雇理由書に記載

された具体的理由に即して判断する。 

なお，以下の理由のうち(ｴ),(ｵ),(ｶ)については，その理由として重複す

る事実を挙げているので，これらをまとめて判断する。 

(ｱ) Ｘ執行委員長にフード・リンクのＩＤパスを漏洩し，不正利用をさせた

こと 

前記第 3の 3の(1)のカで認定したとおり,Ｂ副執行委員長はＸ執行委員

長にＩＤパスを教えたが，会社は，事実を確認した後，Ｂ副執行委員長に

対し，守秘義務誓約書を提出させ，厳重注意のみとしており，その他に特

別な処分を行っていない。 
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また，Ｂ副執行委員長は，会社から，事業譲渡後のＩＤパスの取扱いや

フード・リンクの閲覧権限の変更に関して，事前に詳しい説明を受けてお

らず，そうした状況では，ＳＶ職にあったＸ執行委員長にＩＤパスを教え

ることは業務上必要と考えるのは自然であり，不正利用をさせたとの会社

の主張には，理由があるとはいえない。 

(ｲ) 署名文書を複写し，第三者へ無断で提供したことが守秘義務違反であり，

また，それが業務時間中に行われたこと 

労働者は，信義則に基づき使用者の正当な利益を不当に侵害しない義務

を負うものであり，その一つとして秘密保持義務（守秘義務）を負う。 

ここでいう「使用者の正当な利益」とされる秘密情報の範囲は，①労使

の信頼関係に照らして秘密保持に値する法益性を備えていること，②秘匿

されるべき情報として客観的に認識できることの２点を満たすべきと解さ

れる。 

本件署名文書は，社内メール便の袋に収められていたとはいえ，作成者

及びあて名の記載もない単なる署名文書であって，不特定の従業員を対象

に回覧されていたことからすれば，秘密保持に値する法益性を備え，また

秘匿すべき情報として客観的に認識できる情報とはいい難い。 

次に，使用者の正当な利益を不当に侵害するかどうかは，企業秩序への

侵害と情報を使用，開示することによる労働者の利益の程度に照らして判

断されるべきと解される。 

この点，署名文書は，組合の代表者であるＸ執行委員長を会社から永久

追放することを求めるもので，組合活動を妨害する不穏当な内容であった

ことから，Ｂ副執行委員長が署名文書の写しをＸ執行委員長に渡すという

行為に及んだことは，あながち理解できなくもない。 

そうすると，会社は，署名文書がＸ執行委員長を追放するという内容で

あったからこそ特に問題視したと考えられ，その出所や作成者などを調査

せず，専らＢ副執行委員長のみを守秘義務違反として処分した会社の対応

は，妥当なものとはいえない。 

また，当該行為が勤務時間中に行われたとしても，業務への支障は認め

られず，処分理由としては過重であり，合理性が認められない。 
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(ｳ) (ｲ)についての始末書及び顛末書の提出を拒否し，自己の主張に終始し

て会社の命令系統の秩序を乱したこと 

前記(ｲ)のとおりであるから，署名文書に関する事実関係について報告

を求める会社の対応には合理性が認められず，Ｂ副執行委員長が始末書等

の提出を拒否したとしても，処分の理由とまではなり得ないと解すべきで

ある。 

(ｴ) 訓戒処分当日に事実無根のデマを流したこと，組合活動の報告を装い隠

蔽しようとしたこと 

(ｵ)，(ｶ)でまとめて判断する。 

(ｵ) パートの大量退職を引き起こし業務に重大な支障が出たこと 

前記第 3の 6の(5)及び(6)で認定したとおり，21年 9月 30日，異動辞

令を受けたＢ副執行委員長は，ＣＫのパートに異動の挨拶を行い， 10 月

1 日に，ＣＫのパートが一斉に出勤せず，その後，ほぼ全員が退職する事

態となった。 

パートの集団退職の理由について，会社は，Ｂ副執行委員長が従業員に

対して，「給与の未払いが発生する」との事実無根のデマを流したためで

あり，虚偽の事実を流布したことによる従業員の集団退職扇動行為である

と主張する。 

確かに，「明日から働いても給料が出ない可能性が高い」とのＢ副執行

委員長の発言をＩ社員の父親から電話で聞いた会社が，同人が退職を勧め

るような発言をしたと考えたことは不自然ではなく，この従業員の集団退

職により，会社には，相当な業務上の支障が生じたものと認められること

から，会社がＢ副執行委員長の処分に及んだことに理由がないとはいえな

い。 

しかし，この時期に会社が人件費の削減を検討していたことなどを考慮

すれば，Ｂ副執行委員長のたった一回の発言だけで，従業員のほとんどが，

突如としてその翌日から出勤しなかったことには，従業員に会社に留まる

ことを躊躇させる何らかの事情があったものと推認できる。 

以上からすると，Ｂ副執行委員長の発言は，単に集団退職の端緒となっ

たに過ぎないと解するのが相当であり，専らＢ副執行委員長のみに責めを
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負わせるのは，適当ではない。 

(ｶ) Ｉ社員の休暇の理由を虚偽報告し，前記(ｴ),(ｵ)及びＩ社員の休暇に係

る事実関係を明らかにしなかったこと及び組合員保護を盾に会社の業務命

令に反したこと 

21年 10月 1日，Ｂ副執行委員長が，アルバイトのＩ社員の休暇理由を

体調不良と報告したことについて，会社は虚偽報告と主張するが，十分な

疎明がなく，会社の主張は採用できない。 

一方，会社が，前記(ｴ)，(ｵ)及びＩ社員の休暇に係る事実関係について，

Ｂ副執行委員長に再三報告を求めたことに対し，Ｂ副執行委員長が，「組

合員保護」を理由として拒否し，最終的に会社の求める内容の報告をしな

かったことについては，この報告をすることにより組合員の保護にどのよ

うな影響があるかは明らかではなく，同人が，報告を拒否した理由として

は合理性が認められない。 

イ 本件降格及び解雇の合理性及び相当性 

(ｱ) 降格及び解雇理由の合理性 

前記アで判断したとおり，Ｂ副執行委員長について，降格以前に処分の

理由となり得るほどの非違行為があったとは認められず，降格は合理性を

欠くものといわざるを得ない。 

一方，降格後に生じた処分事由をみると，従業員の集団退職は，会社に

とって相当な業務上の支障があり，本件解雇の決定的な原因となったもの

と認められる。 

しかし，この前後の事実関係からすると，従業員の集団退職は，会社の

労働条件等に原因があった可能性も否定できず，Ｂ副執行委員長の発言は

単なる集団退職の端緒となったに過ぎないと解されることから，十分な事

実確認をしないまま解雇にまで及んだ会社の対応は，妥当なものとはいえ

ない。 

また，その後のＩ社員の休暇等に関する報告書の提出拒否等は，一応非

違行為と認定できるが，その行為は会社の業務に支障を及ぼすようなもの

ではなく，解雇の理由となり得るほどの重大な非違行為とは認められない

ため，本件解雇に合理性を認めることはできない。 
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 (ｲ) 解雇に至るまでの会社の対応等 

前記第 3の 6の(4)で認定したとおり，Ｂ副執行委員長は，21年 10月 1

日付けでＣＫのマネージャーからウィット店の店長代行に降格され，その

後，10月 31日付けで解雇されている。 

前記(ｱ)で判断したとおり，本件解雇の決定的な原因となったＢ副執行

委員長の発言は，従業員の集団退職の端緒に過ぎないと解され，会社の調

査は，同人の発言が集団退職の原因であるとの確証が得られるほどに十分

なものではなかったと認められる。 

また，本件解雇の解雇通知書には，就業規則第 32 条の懲戒解雇の規定

が根拠として挙げられていることから，解雇が懲戒の意図をもって行われ

たことは明らかであるが，本件解雇のＢ副執行委員長への通告は，本人に

電話連絡した際に解雇理由書が読み上げられただけであって，十分な弁明

の機会が与えられていたとはいえない。 

なお，会社は，Ｂ副執行委員長に対し，報告書の提出を指示する 10 月

10日のメール（甲 46号証）で，提出指示の業務命令に反した場合は「懲

戒の対象になる可能性があることを留意しておいてください。」と，懲戒

処分の可能性を示唆しているが，このことだけでは，本人に対し，解雇を

警告し，注意を促したものと解するのは困難である。 

したがって，本件解雇に至る会社の対応には問題があるといわざるを得

ない。 

(ｳ)小括 

以上のとおり，降格に値する合理的な理由が認められないことに加え，

解雇にまで及んだことは，Ｂ副執行委員長の非違行為の程度に比べて不当

に重い処分であり，解雇に至る会社の対応にも問題があるため，処分に相

当性を認めることはできない。 

ウ 本件降格及び解雇と組合活動との関係 

(ｱ) 労使関係と処分の時期 

前記第 3の 7の(1)で認定したとおり，21年 7月 7日の第 1回団交開催

後もなお継続課題がある中で，8月 1日にＸ執行委員長が解雇となり， 9

月 3日にはＸ執行委員長の解雇及びＡ書記長の降格等に係る本件救済申立
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てがなされるなど，組合と会社との対立関係は一層強まる様相を呈していた。 

また，前記第 3の 7の(2)で認定したとおり， 9月 28日に第 2回団交が

開催され，その直後，10月 1日付けで本件降格が行われた。 

その後，前記アの(ｵ)の従業員の集団退職が発生し，Ｂ副執行委員長は，

前記アの(ｶ)のとおり会社から報告書の提出を求められたが，「組合員保護

の立場」や「組合活動の延長線上にある」という理由を主張して，これを

拒否した。 

そして，これらの行為を理由として 10月 31日付けで本件解雇が行われ

たが，本件降格や解雇が行われた時期には，既にＸ執行委員長が解雇され，

Ａ書記長についても，降格後は顕著な組合活動が認められず，会社に対し

て積極的かつ活発に組合活動を行う人物としては，Ｂ副執行委員長が唯一

の存在となっていた。 

(ｲ) 不当労働行為意思の存否 

Ｂ副執行委員長は，降格された後，組合員保護を理由に報告書提出を拒

否していることにもみられるように，組合色を一段と鮮明に打ち出すよう

になっており，会社は同人を組合の中心的人物として認識していたと認め

るのが相当である。 

また，Ｂ副執行委員長が組合の中心的な役割を担っていたことは前記(ｱ)

に示したとおりであるから，このような事情の下で同人を解雇すれば，組

合に大きな打撃を与えることを会社は十分認識していたと判断できる。 

そして，Ｂ副執行委員長の処分理由に合理性及び相当性の認められない

ことは前記イのとおりであり，それにもかかわらず敢えて処分に及んだこ

とを併せ考慮すれば，会社には，不当労働行為意思があったといわざるを

得ない。 

エ 結論 

本件降格及び解雇は，会社が，前記 1の(2)のウ及び 2の(2)のウで判断した

とおり，従来から反組合的な意思を有していたという事情の下で，Ｂ副執行委

員長及び組合活動への嫌悪を決定的動機として行われたものと判断するのが相

当であり，労働組合法第７条第 1号の不当労働行為と認められる。 

 



 

 54 

４ 団体交渉拒否について（争点 4） 

組合は，第 1回団交の席上で第 2回団交の申入れを行ったと主張するが，組合

から，第 2回団交の申入れを行ったことについての十分な疎明がなく，労働組合

法第７条第 2号の不当労働行為が成立する前提を欠くものである。 

ところで，第 2回団交は，会社の方から組合に申入れをして行われ，その議事

録をみると，概ね誠実に行われたものと認められる。また，組合は，この第 2回

団交の実施を受け，本件団体交渉拒否に係る申立ての取下げを検討しており，そ

の後は，会社に対して団体交渉の開催を要求していない。 

そうすると，現時点においては，団体交渉拒否に係る救済の利益は存しないと

いうべきである。 

したがって，団体交渉応諾を命じる必要は認められない。 

 

５ 救済方法について 

Ｘ執行委員長の解雇，Ａ書記長の降格並びにＢ副執行委員長の降格及び解雇に

ついては，労働組合法第 7条第 1号の不当労働行為であると認められ，その救済

方法としては，かかる降格及び解雇がいずれもなかったものとして取り扱い，同

人らを処分前の職又はその相当職に就労させるよう命じることを相当とする。 

ただし，Ｘ執行委員長及びＢ副執行委員長に対する処分については，本人の責

めに帰すべき点もあり，今後の本件労使関係を考慮して，バックペイについては

主文のとおり，半額の控除をするのが相当である。 

 

第５  法律上の根拠 

以上の事実認定及び判断に基づき，当委員会は，労働組合法第 27条の 12及

び労働委員会規則第 43条の規定により，主文のとおり命令する。 

 

 

平成 23年 12月 27日 

 

広島県労働委員会 

会 長  河 野   隆 


